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「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」の一部改正新旧対照表（案）  

○ 児童福祉法による保育所運営  国庫負担金について  （昭和51年4月16日  厚 生省発児  厚 生事務次官通知  59号の2   

改 正 後  改 正 前  

第1用語の意義   
この交付要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各   

号に定めるところによること。   

1 （略）  

第1用語の意義   

この交付要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各   
号に定めるところによること。  

1「運営費」とは、市町村が児童福祉法（昭和22年法律第164号。以下「法」  
という。）第24条本文の規定による保育所での保育の実施を行った場合に  

おける法第51条第4号に規定する保育の実施につき法第45条の最低基準  
を維持するための費用であって、次の範囲内の経費をいうこと。  

（1）事業費  

ア 一般生活費  

入所児童の給食に要する材料費（3歳未満児については主食及び  

副食給食費、3歳以上児については副食給食費とする。）及び保育  
に直接必要な保育材料費、炊具食器具、光熱水費等  
（3歳未満児については月額9，550円、3歳以上児については月額  
6，466円とする。）  

イ 児童用採暖費  

入所児童の冬期の採曖費  

（2）人件費  

入所児童の保育に必要なその保育所の長、保育士（乳児3人につき  
1人、1～2歳児6人につき1人、3歳児20人につき1人、4歳以上児30  
人につき1人とする。ただし、定員90人以下の施設においては、この定  
数のほか1人を加算する。）、調理員その他の職員の人件費  

（3）管理費  

保育所の管理に必要な経費   

2 「私立認定保育所」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的  

な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下「就学前保育等  
推進法」という。）第10条第1項第5号に規定する私立認定保育所をいう。   

3 「幼稚園」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第1条に規定する幼  
稚園をいう。   

4 「認定こども園」とは、就学前保育等推進法第6条第2項に規定する認定こ  
ども園をいう。   

5 「幼保連携施設」とは、就学前保育等推進法第3条第2項に規定する幼保  
連携施設をいう。  

（1）（略）  

ア（略）  

イ（略）   

（2）（略）   

（3）（略）   

2（略）  

3（略）  

4（略）  

5（略）  
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改 正 前  

6 「特別支援学校幼稚部」とは、学校教育法第76粂第2項に規定する特別   
支援学校幼稚部をいう。  

7 「知的障害児通園施設」とは、法第7条第1項に規定する知的障害児通園   
施設をいう。  

8 「難聴幼児通園施設」とは、児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令   
第63号）第60条第2項第1号に規定する難聴幼児通園施設をいう。  

9 「肢体不自由児施設通園部」とは、法第7条第1項に規定する肢体不自由   
児施設のうち「し体不自由児施設の通園 児童に対する療育について」（昭   

和38年6月11日厚生省発児第122号厚生事務次官通知）による通園児童   
療育部門及び児童福祉施設最低基準第68粂第2号に規定する肢体不自   
由児通園施設をいう。  

10「情緒障害児短期治療施設通所部」とは、法第7粂第1項に規定する情緒   
障害児短期治療施設の通所部をいう。  

11「児童デイサービス」とは、障害者自立支援法（平成17年法律第123号）   
第5条第7項に規定する児童デイサービスをいう。  

12「定員」とは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長が認可し   
た定員をいう。  
これらの場合において、2歳未満児とその他の児童など年齢ごとに分けて   

定員を定めているときは、その合算人員とすること。  

6（略）   

7（略）   

8（略）   

9（略）  

ム
⊇
－
 
 

13「保育単価」とは、入所児童1人当たり運営費の月額単位をいうこと。  

14「支弁額」とは、保育単価に入所児童の数を乗じて得た額をいい、その算   
定にあたっては、第3の4に定める算式によること。  
ただし、私立認定保育所については、保育単価に入所児童の数を乗じて   

得た額から就学前保育等推進法第13粂第2項の規定により読み替えられた   

法第51条第4号に規定する保育料額（以下「保育料額」という。）を控除した   
額をいい、その算定にあたっては、第3の4のただし書に定める算式による   
こと。  
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改 正 後  改 正 前  

15 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。  

（ア）「二迫／100地域」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法  
律第95号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9－49（地域手当）（以  

下「人事院規則」という。）別表第1の支給割合が＝級地とされている地  
域とする。  

（イ）「遁／土00地域」とは、人事院規則別表第ユの支給割合が三塵過とされ  
ている地域とする。  

（ウ）「12／100地域」とは、人事院規則別表第ユの支給割合が三後塵とされ  
ている地域及び東久留米市とする。  

（剖除）  

出「10／100地域」とは、人事院規則剋重畳土盈逆附則別表第ユの支給  
割合が四級地とされている地域及び習志野市、八千代市、小金井市、  
綾瀬市、座間市、逗子市、摂津市、太東市、広島県府中町とする。  

・＿jし」∴・  

出「8／100地域」とは、東大和市、松原市とする。  

（削除）  

也「6／100地域」とは、人事院規則別表第1及び附則別表第上の支給割  
合が重盗也とされている地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見  
市、ふじみ野市、埼玉県三芳町、蕨市、捷勢原市、姓盆山県寒川町、  
大阪狭山市、大阪府忠岡町、川西市とする。  
（削除）  

出「3／100地域」とは、人事院規則別表第1及び附則別表第ユの支給割  
合が六級地とされている地域及び長岡京市とする。   

出「その他地域」とは、（ア）から出以外の地域とする。  

15 「地域区分」の適用範囲については、次によるものとする。   

（ア）「土工／100地域」とは、一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法  
律第95号）第11条の3の規定に基づく人事院規則9－49（地域手当）（以  

下「人事院規則」という。）附則別表第2の支給割合が罠∠ぷ迫とされて  
いる地域とする。  

（イ）「週／100地域」とは、人事院規則遮剋剋表題2の支給割合が上皇∠  
裏迫とされている地域とする。  

（ウ）「12／100地域」とは、人事院規則附則別表晃呈の支給割合が12／100  
とされている地域とする。   

出「1レ／100地域」とけ、人卿  
とされている地域とする∩   

地「10／100地域」とは、人事院規則附則別表第呈の支給割合が10∠1㈹  
とされている地域及び習志野市、八千代市、小金井市、塵久留米宙、  
逗子市、摂津市とする。   

出「9／100地域」とは、ノ卿と  
されている地域及び綾瀬市、座間市とする。   

出「8／100地域」とは、人事院規則附則別表第㈱と  
されている地域及び大東市とする。   

辺「7／100地域」とは、東大和市、松原市とする。  

出「6／100地域」とは、人事院規則附則別表第呈の支給割合が旦∠ぷ坦と  
されている地域及び狭山市、新座市、鳩ヶ谷市、富士見市、ふじみ野  
市、埼玉県三芳町、蕨市、大阪狭山市、大阪府忠岡町、川西市とする。  

巨ユ「5／100蜘と  
されて㈱   

出「3／100地域」とは、人事院規則附則別表第呈の支給割合が旦∠上坦と  
されている地域及び長岡京市、広島県府中町とする。   

良ユ「その他地域」とは、（ア）から出以外の地域とする。  

16 （略）  16 「乳児」とは、法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の属す   
る月の初日において1歳に達していない児童をいい、その児童がその年度   
の途中で1歳に達した場合においても、その年度中に限り乳児とみなすも   
のとする。   



改 正 前  

17「1～2歳児」とは、法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の   

属する月の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその   
年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り1～2歳児と   
みなすものとする。  

18 「3歳児」とは、法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の属   
する月の初日において4歳に達していない児童をいい、その児童がその年   
度の途中で4歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳児とみなす   
ものとする。  

17 （略）  

18 （略）  

亘分」について、ゆより  
転を行っている場合は、年度の初日の年齢区分とする。  

辺 上空   
音の  

第2 国庫負担額   

1 国庫負担金  
この国庫負担金は、その年度において、市町村が法第51条第4号により  

支弁した支弁総額（各保育所に対する各月の支弁額（私立認定保育所に  

あっては、保育単価に入所児童の数を乗じて得た額とする。）の年間の合  
算額の全保育所の合計額をいう。）から当該年度における第4に定める徴収  
金（保育料）基準額を控除した額を基本額として、法第53条の規定によりそ  
の2分の1に相当する額を負担するものであること。ただし、昭和63年度以  
前における事務又は事業の実施に係る国庫負担金については、なお従前  
の例によるものとすること。   

2 国庫負担金の概算払  
厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承  

認額の範囲内において概算払をすることができるものであること。   

3  国庫負担金の返還  

厚生労働大臣は、交付すべき国庫負担金の額を確定した場合において、  
既にその額を超える国庫負担金が交付されているときは、期限を定めて、そ  
の超える部分について国庫に返還することを命ずるものであること。  

第2 国庫負担額   
1 国庫負担金  

（略）  

2（略）  

3（略）  

第3 保育単価及び支弁額   

1 保育単価  
その保育所の保育単価は、次の表の第1欄に、民間施設給与等改善費と  

して別に定める基準により第2欄に掲げる額（以下「加算額」という。）を加算  
した額とすること。  
なお、加算額については、別に定めるところにより全部又は一部を減ずる  

ことができるものであること。  

第3 保育単価及び支弁額   

1 保育単価  
（略）  

一＼【－  t；Tて出「¶・－ 叫′、▲＼ 知 r仁丁‾てこt■＿ぷト、i五．ゝ，－⊥，r・   



改 正 後  改 正 前   
保 育 単 価 表  保 育 単 価 表  

その保日所の長  訂他廊洞計ケ笥改  加算額  その保  その保育所の長  民間施設給与等改善費   その保 育所の 所在す  その保育 所のその   がその月初日に 、ヽ壬［レ  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日  基本分  
巨又  ノ  （第2欄）  

，＼ 告几    コbぐト  
4．0％  

12．0％10．0％ 8．0％ 4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   設置（欠員・   加算分  

円  円  
乳 0  乳 01土星立  

設 置   1，2歳児  皇遇  
31人  3歳児  設 置   

31人  乙旦坦  
から  4歳以上児  から  乙旦旦⊆  

40人  乳 児  40人  乳 旦」i迎  
まで  1，2歳児  まで  乙墨迎  

未設置    3歳児  
⊥旦Z旦  

4歳以上児   ⊥旦迫  

ヱ⊥並旦  

も之辿  

之ヱ建  

此  乙遇  

包旦辺  

旦】旦坦  

⊥旦迎  

土壁坦  
乳 児  乳 乙旦迎  

設 置  1，2歳児  
皇1塾担  

剋人  3歳児  皇  之1呈堕  

から  4歳以上児   辿  
50人  乳 児  50人  

旦1昼型  まで  
未設置  

1，2歳児  まで   且旦姐  

3歳児  上⊥塑旦  
4歳以上児   

土色！迎  

乳 児  乳 旦L型辿  

設 置  1，2歳児  
設 置   

皇L型迫  

51人  3歳児  
51人  辿  

から  4歳以上児   から  ユ⊥裂迫  
60人  乳 児  60人  む坐旦  まで  

未設置  1，2歳児  まで  旦1旦巨立  

3歳児  ム英迫  
4歳以上児   ⊥迎  

乳  児  乳  包旦迫  
設 置  1，2歳児   

設 置  
旦退塾  

61人  3 歳 児  j迫遡  む巨坐  呈上！迫  旦LZj坦  ユ⊥邑邑9  
61人  土⊥邑Z旦  

から  4歳以上児  生長旦旦  遇  姐迎  遇  ム旦！辿  から  上⊥亘旦9  

70人  乳  児  70人  揖迎  まで  
未設置  

1，2歳児   まで  
未設置   

迫迫  
3歳児  ム迎  
4歳以上児   

－
山
竺
－
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

その保 の  その保育  その保育所の長  
がその月初日に  その月初日   基分  その保 育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日  正  基杢分  

育所   所のその   
る地域 区分  月初日の 定員区分   加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域 区分  月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）      刀  

円  円  

乳   児     土迫丘亘旦  乳   児    罠乙題迫  

1，2歳児   土！温良辺  上土▲公迫  姐迫  乙皇Z旦  迫迫  1．2歳児  』旦L聖担  jユユ；迫  見廻  ヱ1裏迫  旦1ヱ廷  

71人   設 置  71人   設 置  
から  から  

80人  乳   児   適ム旦迫  j且且；迫  上皇ヱZ旦  上之．旦】迫  姐迫  80人  乳   児  剋坦  j旦ヱ辺  遇  主⊇．む迫  む遊旦  

まで  未設置  まで  1，2歳児  墾⊥旦辺  通過  旦⊥童追旦  包旦⊆坦  姐担  

坐迫担  姐坦  旦ヱ巨旦  旦L鮎坦  ム鮎坦  未設置  

4歳以上   旦む鮎坦  旦1旦邑旦  遇  乙史担  上之；迫  4歳以上児  遊⊥Z5坦  旦丘迎  過  呈上生星史  ム呈』  

乳    上Z上辺  遵』迫  」迫遇  上之且迫  旦』迫  乳   児  適且遜泣  上姐担  過  上之且担  姐迫  

上腿  週蓬辿  旦▲旦邑旦  乙裂迫  姐迫  1，2歳児  塑▲遇  適▲鮎坦  旦上旦辿  ム巫坦  迅坦  

81人   設 置  81人   設 置  
iヱ／100  4歳以上児  鮎迫  も壁坦  呈1裏坦  旦ぷ迫  ム退迫  ．迫／100  

地域  乳   児   裏道且迫  適ヱ！迫  主旦．皇旦塁  盟止坦  迎  地域  乳   児  土塁血旦邑旦  上む巨旦旦  1皇且坦  退．呈辺  辿坦  

まで  未設置  まで  1，2歳児  出止辿  過  墨遡  旦．封迫  旦』迫  

3 歳  未設置  

4歳以上児   旦巨遡  乙生娘  乙旦建  乙空坦  1，140  乙堅迫  乙遇  1，140  

乳   児   裏迫良三迫  遁ヱ迫  土塁」宣姐  迫丘姐  腿  乳   児  』血旦迫  土む巨星旦  1巨▲迎  上之A迫  姐迫  

1．2歳児   塑⊥退旦  皿  乳量ヨ旦  包旦迫  乙生娘  1．2歳児  岨  j且之辿  邑▲堅坦  旦』迫  旦止！迫  

91人   設 置  91人   設 置  
から  4歳以上児   35740  乙立通  乙製坦  呈遇  ム⊥乙旦  から  4歳以上児  並遡  迅迫  乙堅坦  呈⊥鮎迫  土⊥1旦旦  

100人  乳   児  100人  乳   児  土迫且迫  」迫】旦；迫  過  皿  旦．旦！迫  

まで  1，2歳児   岨  乞皇室担  軋以坦  皇▲呈乏旦  迎  まで  1．2歳児  旦乳旦坦  旦丘姐  旦．旦！迫  塁⊥裏迫  乙⊇旦旦  

未設置  未設置  

4歳以上児   ● －；一  呈1旦担  之旦⊇旦  ム！迫9  960  4歳以上児  旦虹出  ⊇遡  む迦  土1旦；迫  960  

乳   児   裏且工迫  土臥塁上旦  j旦且迫  過  ら上！迫  乳   児  凪裏迫  上組辿  ⊥巨⊥む坦  j旦遥旦旦  旦止姐  

1，2歳児   j辿』迎  避止迎  旦⊥坐旦  旦ヱ麹  旦1旦ヱ旦  1，2歳児  塁旦」⊇二坦  過  軋旦担  む堅坦  遇  

101人   設 置  101人   上・仁さ  
から  4歳以上  児  旦む皇〔坦  呈遥亘g  呈上聖坦  遇  1，110  から  

110人  乳   児   剋迫  」逼迫姐  姐  j逼迫迎  旦且辿  110人  乳   児  上∈迫且皇旦  廷退塾  避止迎  i」出旦  む迫塁  

まで  1．2歳児   塾生辿  旦．迦  工遜坦  姐坦  迅坦  まで  1．2歳児  旦越  旦⊥出旦  乙鮎旦  旦1呈迎  まL出迫  

未設置  未設置  

4歳以上児   29800  2800  ⊇⊥迎  ム旦！迫  930  4歳以上児  呈旦1旦皇旦  之▲公坦  乙旦！迫  ⊥題迫  旦⊇旦  

乳   児  乳   児  適乙ぷ迫  呈＆旦迎  呈旦之辺  過  むと担  

1，2歳児   旦之．旦墨旦  旦避迫  旦遡  旦退色旦  迎  1，2歳児  三追越  皇遡  姐迫  迎  乙旦辿  
設 置  

111人  3 歳 児   姐  丸鎚迫  乙封坦  乙ヱ！坦  ムぷ泣  111人   設 置                                                                           3 歳 児  皇姐担  姐迫  呈⊥皇室迫  之1皇室迫  ム週  

から  4歳以上  児  旦呈⊥2旦塁  旦且迫  呈1旦辺  呈止担  ム9ヱ旦  から  4歳以上児  旦遇  塁」担旦  遇  乙迎  ⊥』迫  

120人  乳   児   旦旦旦L退迫  』遁姐  1姐坦  出且担  迦  120人  乳   児  逓旦⊥裏担  週旦  1皇道鎚  j⊥．堅迫  乙遇  

まで  1．2歳児   鎚適ヱ旦  姐担  L製坦  旦．皇祖  と呈」迫  まで  1，2歳児  旦む担  旦⊥出旦  過  む塑旦  む迦  

未設置  未設置  

4歳以上児   呈辿担  呈上旦旦  乙之巨旦  」鎚旦  旦！迫       4歳以上児  呈軋壁坦  呈⊥壁迫  乙旦姐  L乙9旦  旦旦旦   

笥  

・－・－－－－・－‥－－・－   
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の 所在す  その保育 所のその   がその月初日に おいて設置又は  その月初日 の入所児血  基本分 保水単価  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日    基杢分  
る地  Ⅸ  

域 区分  月初日の 定員区分   未設置（欠員・ 無給）の区分  る地域 区分  月初日の 定員区分   
二刀  昇    ロ 分  無給）の区分   加算労  加算分  加算分  加算分  

円  円  
乳 児  乳 児  
1，2歳児  

設 置  
1，2歳児  

設 置  
121人  3歳児  121人  3歳児  
から  4歳以上児  追遜坦  乙旦≦坦  乙三迫旦  呈⊥旦亘g  1▲旦呈旦  から  4歳以上児  32090  3070  2560  2050  1020  

130人  乳 児  130人  乳 児  
まで  まで  1，2歳児   未設置    1．2歳児   

未設置  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   
設 置  

1，2歳児   

131人  3 歳 児  鮎担  姐担  旦1呈旦旦  呈⊥巨星旦  ・ム裂担  131人  3 歳 児  姐  姐旦  旦1．退旦  乙立担  上⊥之Z旦  
から  4歳以上児  旦⊥生邑旦  旦L墜坦  迎  之L〔坦旦  ム旦担  から  4歳以上児  31290  2970  2480  1980  990  

140人  乳 児  140人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児   4歳以上児   
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   1，2歳児   

141人  3 歳 児  立道⊇坦  迅迫  呈⊥土星旦  乙萱」迫  ム呈皇旦  141人   設 置  
から  4歳以上児  迎』坦  之且担  呈▲旦⊇旦  ム旦担  皇室坦  から  4歳以上児  旦姐坦  姐坦  2410  1920  960  

150人  乳 児  150人  乳 児  
まで  未設置    1．2歳児   まで  未設置    1，2歳児   

3 歳 児  過度担  呈⊥呈皇旦  呈▲ヱ旦旦  退迫  ム⊥担  3 歳 児  弘之迎  呈1呈迎  姐坦  乙㌫担  ⊥出旦  
4歳以上児  過  呈止呈旦  遇  ⊥∈江旦  830  4歳以上児  呈乙呈旦旦  之⊥旦旦旦  乙旦Z旦  1660  830  
乳 児  乳 児  
1，2歳児   

設 置  
1，2歳児   

151人   設 置  151人  3 歳 児  3エ旦迫  遇  姐迫  乙墜坦  ⊥迎  
から  4歳以上児  呈姐坦  姐担  之』迫  ム旦∈迫  製迫  から  4歳以上児  ⊇且旦迫  之且；迫  2430  1940  970  

160人  乳   児  1旦旦⊥ま旦旦  堂遡  適1壁迫  旦⊥旦ヱ旦  亘⊥旦；迫  160人  乳   児  避旦堅迫  上乙遡迫  遇   
まで  1，2歳児  卓江迎  姐迫  乙Z旦9  旦之辿  乙ユj旦  まで  未設置  

未設置  
3 歳 児  迫聖坦  乙A！坦  呈⊥旦呈旦  乙退迫  ユ⊥主旦9  3 歳 児  辿1旦≦迫  旦ユ室迫  姐迫  呈⊥呈亘旦  上▲⊥⊇旦  
4歳以上児  之1退塾  姐坦  乙土星旦  ⊥堅坦  鮎坦  4歳以上児  之乙．建旦  之L巨坐  乙ユ⊇旦  1690  840  
乳   児  遁旦Lヱ≧旦  土塁⊥上皇旦  週  j且題迫  皇』三坦  乳   児  上皇旦且迫  ⊥L製坦  jA避坦  旦ユ遡  旦且旦旦  

設 置  1，2歳児  塑＿迎坐  旦丘亘旦  旦▲旦皇旦  包遇  呈⊥呈上旦  設 置  1，2歳児  旦旦1裏旦  弘迎  乙旦辺  姐迫  乙ぶ迫  
161人  3 歳 児  ヨエA辺  呈」ヱ皇旦  乙田立  乙裏坦  1，230  161人  3 歳．児  ⊇ム旦担  旦追！迫  旦⊥旦Z旦  呈遡  1，230  
から  4歳以上児  旦旦止ま旦  之．旦Z旦  迅坦  ⊥旦豊丘  950  から  4歳以上児  呈旦▲呈旦旦  呈遡  2370  1900  950  

170人  乳   児  是正ヱ姐  土ヱヱ乙旦  払弘旦  1」旦迎  も旦担  170人  乳   児  上皇邑丘≡迫  ユヱ⊥旦旦旦  上皇ヱ⊆坦  ⊥L臼担  姐坦  

まで  未設置  まで  1，2歳児  塑止辺  旦▲呈呈旦  乙旦∈迫  辿担  旦L姐旦  

3 歳 児  旦姐坦  旦⊥呈亘旦  乙ヱj辿  之▲之呈旦  1，110  未設置  
4歳以上児  墓L裏坦  之▲卓上旦  乙旦！坦  ム旦担  830  4歳以上児  毘担  之L生≦坦  呈⊥鎚坦  ⊥L鮎迫  830   
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改 正 後  改 正 前  
その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育  民間施設給与等改善費加算額  

その操  その保育 所のその    その月初日  基本分  （第2柵）  育所の  （第2欄）  

士、  所在す  所のその   
所 る地域  月初日の  いて又は 未設置（欠員・  の入 の年齢区分  日 （第1柵）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

区分  定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  る地域  月初日の た！，  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4、0％                     区分  定員区分  無給）の区分    加算分  加算分  加算分  加算分  
円  円  

適且ぷ担  土地  
乙裏坦  旦」と旦旦  

設 置  設 置  
171人  4歳以上児   171人  4歳以上児   

以上  乳 児  以上  乳 児  

1，2歳児   未設置    1，2歳児   
未設置  3 歳 児  姐  姐迫  呈1丑担  乙＿巳迫  ム塑旦  

4歳以上児  之L型辺  ぴ○  呈1旦巨旦  ●一●  鮎坦  4歳以上児  三迫止建  之L坐旦  乙迦迫  ム∈追旦  鮎旦  
乳 児  乳 児  

設 置  1．2歳児  1，2歳児  

31人  3歳児   31人   設 置     3歳児   
から  4歳以上児  姐迫Z旦  旦」主上坦  亘L廷旦  もぷ迫  乙題迫  から  4歳以上児  塁上旦担  旦⊥主旦旦  旦⊥迎  旦』坦  呈⊥む担  

40人  乳 児  40人  乳 児  

まで  1，2歳児  まで  未設置    1，2歳児  

未設置     3歳児   3歳児   

4歳以上児  姐  姐迫  遇  蔓止坦  ⊥亘辺  4歳以上児  皇亘▲坐旦  も旦辿  旦▲旦皇旦  姐迫  1⊥旦巨旦  
塾盟  

盟」邑   主」呈遺児   

量産児  
4歳以土児   1剋虚1  
匙盟  

玉造置   土」呈産児   

量産児  
4盛夏よ盟   

乳   児  1邑旦⊥之邑旦  迦止迎  jヱヱ担  遇  旦．旦皇旦  乳  児  出払』迫  迎逼迫  』⊥之迎  上皇．ヱ旦旦  旦避迫  

1，2歳児  上皇皇⊥剋迫  姐  姐遡  乱逆旦  皇．土星旦  
設 置  

呈」呈遺児  出呈し退坦  姐  一迫遥担  旦1旦！迫  皇．土星旦  

41人   設 置  46人  ‾ 旦 歳 旦  旦⊇⊥聖迫  包ヱ！迫  亘⊥巨星旦  姐迫  之且辿  

ゝら  4歳以上児  塾且建  姐迫  姐担  迎  ム旦Z旦  ら  4盈退去足  辿  辿  皇』辿  乙旦迫  上⊥旦邑塁  

50人  乳   児  i三塁⊥皇；迫  ● ● ●  上皇遡  ＿迫』迫  包皇室迫  50人  匙   児  ＿日通  遵通辿  ヱ旦遇  上辺迫  旦丘！迫  

まで  1，2歳児  』且旦≡迫  出ユ辿  旦⊥皇Z旦  1壁坦  旦且迫  まで  未設置                                        ユ」呈歳盟  裏且且迫  址遡  乱裏迫  1襲迫  旦1ヱ旦旦  

未設置                                                                               3 歳 児  亘乙旦主旦  亘⊥亘亘塁  生壁担  ＆ヱ辿  土星萱旦  旦 遺 児  姐  畠旦迫  皇1旦！迫  旦1皇宣旦  ユ⊥旦4旦  

4歳以上児  一■ ● ●  姐担  乙聖拉  旦⊥1旦旦  上皇≧坦  4．ヱ迫  旦且之旦  乙出旦  1．旦Z旦  

乳   児  旦ヱL星二迫  姐  適ユ建  上乙裏旦  軋二日迫  乳   児  上ヱ巨▲旦辿  ユ旦⊥里長迫  ．迫追；迫  上辺迫  旦丘辿  

1．2歳児  』迫迫  裏遡  皇道巨旦  迅坦  姐迫  1，2歳児  剋  上土ユ；担  乳丑坦  乙旦之旦  乙旦豊丘  
設 置  

51人  3 歳 児  堕』迫  邑1旦⊇旦  畠旦；迫  4」左辺  星』迫  51人   設 置                                                                         3 歳 児  羞迫．旦Z旦  旦⊥旦旦旦  姐迫  旦⊥旦堕  ム製坦  
から  4歳以上児  一■；●●  姐坦  姐迫  旦▲生担  ⊥ぢ担  から  4歳以上児  盟ぷ迫  辿迫  ま1呈！坦  旦止坦  ⊥芸迫  

60人  乳   児  上皇姐迫  土旦L迦  上五度担  上乙ヱ亘旦  む辺  60人  乳   児  適1封迫  ユ且且辺  土退迫  ユ旦崖迫  む旦⊇旦  
まで  未設置  まで  1，2歳児  豊里．呈！迫  j且L乙竣  墨⊥旦辺  ヱユZ旦  迅迫  

3 歳 児  塾長担  亘」塾担  皇L呈j迎  旦」退迫  ム旦辺  未設置  
4歳以上児  生旦⊥互生旦  迎  退旦  呈▲旦上旦  ム旦〔坦  4歳以上児  生L旦三塁  姐迫  旦A！坦  乙裂迫  1L呈旦旦   
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改 正 後  改 正 前  

その保  その保育  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  
その月初日  基本分 つと、′  （第2欄）  その月初〕日  基本分  （第2榊）  

所在す  おいて放置又は  育所の  所のその  がその月初日に  
る地域  月初日の   未設置（欠員・  の の年齢区分   （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

区分  定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  る地域  月初日の   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1．2歳児  

61人  3歳児  61人   設 置     3歳児  
から  4歳以上児  坐⊥旦呈旦  もヱ！坦  ∑旦呈旦  呈⊥1旦旦  1ユ旦旦旦  から  4歳以上児  鎚迫  皇⊥旦旦旦  ∑旦萱旦  旦⊥土！辿  ⊥丘亘旦  

70人  乳 児  70人  乳 児  
まで  1′2歳児  まで  

未設置  
1，2歳児  

未設置     3歳児   3歳児   

4歳以上児  避退塑  旦⊥旦亘旦  旦⊥呈上旦  呈⊥旦乙9  ⊥題迫  4歳以上児  週遡  迎  旦⊥土星Q  乙迎  土⊥之ヱ旦  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1．2歳児  

71人  3歳児   71人   設 置     3歳児   
から  4歳以上児  姐  出之旦  迎  乙旦墨旦  ⊥裏坦  から  4歳以上児  ま≧⊥呈皇旦  も2三坦  旦⊥亘ヱ旦  呈．j迫旦  ム裏坦  

80人  乳 児  80人  乳 児  
まで  未設置    1，2歳児  まで  未設置    1．2歳児  

3歳児   3歳児   

4歳以上児  旦旦1旦巨旦  遇  乙堅迫  之と旦旦旦  土⊥上皇塁  4歳以上児  韮」＿；迫  旦丘巨旦  乙旦∈坦  乙∑担  ⊥裏坦  

乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  

81人  3歳児   81人  3歳児   
1巨／100  4歳以上児  姐  迎  旦這萱旦  遇  上皇坐  上4／100  4歳以上児  塑ヱ坦  乙製坦  旦」送迎  過  ⊥芸坦  
地域  乳 児  地域  乳 児  

まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   
4歳以上児  旦皇▲旦Z旦  旦⊥旦Z旦  乙軋迫  之且姐  主上迎  4歳以上児  ⊇A蓮迫  辿担  乙ヱ旦旦  乙左辺  ⊥上土旦  

乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   設 置  1，2歳児   

91人  3 歳 児  皇乙旦ま旦  皇⊥呈主立  旦⊥亘亘負  過  ⊥裏旦  91人  3 歳 児  生Lヱ旦旦  迎  旦丘⊇旦  辿  土⊥生〔坦  
から  4歳以上児  旦亘⊥上土旦  旦⊥皇旦旦  ；●l  呈⊥呈旦旦  土⊥土建  から  4歳以上児  旦皇⊥堅坦  乙劃坦  乙塾迫  呈⊥呈三塁  土▲ム迫  

100人  乳   児  上皇ヱ⊥亘旦墾  土工ユ亘旦  ∫；■●  畏透過  姐迫  100人  乳   児  剋坦  」ヱ丘建  避止鎚  jユヱ坐  む邑ヱ旦  

まで  1．2歳児  旦邑⊥鮎坦  皇⊥皇Z旦  ヱ1旦旦旦  邑1呈週  迅迫  まで  
未設置  

1．2歳児  旦L旦凶  旦．旦9旦  乙旦迫  皇⊥星旦旦  旦L臼旦  
未設置                                                                             3 歳 児  旦Z⊥旦邑旦  過  迅迫  乙史担  1，210  3 歳 児  ●；■●  旦丘生9  旦⊥旦迎  之遇  1．210  

4歳以上児  旦負」迦  乙＆担  呈⊥旦辺  ム堅坦  940  4歳以上児  迎退廷  呈ユ旦迎  呈⊥旦亘旦  ム！迫旦  940  

乳   児  適上之！迫  土塁止！坦  上皇▲上皇旦  上之ユ呈旦  旦』辿  乳   児  適姐迫  土星▲旦生旦  j且史担  上之1旦星旦  旦且迫  

1，2歳児  旦之止担  旦且主旦  姐迫  む鎚坦  迅坦  1．2歳児  旦土⊥旦塑  姐迫  旦▲ユ旦墾  む舅迫  旦之Z旦  

101人   設 置  101人   設 置  
から  4歳以上児  呈ヨ⊥邑旦旦  遇  旦LZ旦旦  呈⊥土塁旦  土⊥壁坦  から  4歳以上児  三迫追担  旦1呈迎  乙ヱ上旦  旦」1ヱ旦  ム！迫旦  

110人  乳   児  ＿建立ぷ坦  遇  適」ユ旦  ⊥LZ旦旦  姐迫  110人  乳   児  剋迫  ユヱ且迫  剋迫  出遁辺  且遇  
まで  1．2歳児  旦ヱ遡  旦ヱ辿  1遥旦塁  軋裂担  旦L蓑坦  まで  1，2歳児  旦ヱ⊥旦迎  姐坦  乙ヱ皇旦  もぶ迫  旦⊥旦旦旦  

未設置  未設置  
4歳以上児  呈且旦迎  呈ユ4旦  迅迫  ⊥鮎迫  旦遁  4歳以上児  迫』迫  呈⊥ヱ呈旦  乙呈！迫  ⊥軋坦  製迫   
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改 正 後  改 正 前  
その保 の  その保 の  その保育  

育所 在す  その 所のその   がその月初日に  育所  所のその   
所   ざLヽ1′丑中   

る地域  月初日の   加算分  加算分  月初日の   加算分  

円  円  
乳 児  乳 児  
1，2歳児  1，2歳児  

111人   設 置  111人   設 置  
から  4歳以上児  旦之1皇旦立  呈上皇旦  呈追⊇旦  乙迦  l，040  から  4歳以上    旦呈1皇旦塁  迅迫  之1鎚迫  ≧⊥旦！迫  1，040  

120人  乳 児  120人  乳  
まで  1．2歳児   まで  未設置   1．2歳  

未設置  呈旦．呈塁旦  呈⊥生萱旦  乙旦Z旦  乙旦三迫  ム上皇旦  

4歳以上児  姐  呈⊥邑亘旦  乙迦  ⊥迦  む迫  4歳以上   28410  2630  2190  1750  870  
乳 児  乳 児  

1，2歳児   1，2歳児  

121人   設 置  121人   設 置  
から  4歳以上児  旦土日迫  姐迫  乙亘呈旦  呈▲旦；迫  ム吐旦  から  4歳以上児   旦L監坦  迎  之迎  2▲鎚坦  1000  

130人  乳 児  130人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  未設置    1，2歳児  

未設置  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児  

乳 児  乳 児  
1，2歳児   

設 置  
1．2歳児  

131人  設 置  131人  3歳  
から  4歳以上児   から  4歳以上  

140人  140人  乳  

まで  1，2歳児   まで  1，2歳  

未設置   未設置  
4歳以上I   旦Z遡  呈遡  呈1旦邑旦  ム鎚迫  830  

乳 児  乳 児  

1，2歳児   1，2歳児  
設 置  

141人  3 歳 児  3且ぷ迫  乙邑Z旦  辿迫  ・乙呈皇旦  遇  141人   設 置  
から  から  4歳以上    遡』姐  乙迎  乙旦巨旦  ⊥迎  940  

150人  乳   児  ．追越  上Z退∈迫  上皇1皇Z旦  裏j迎  互二む迫  150人  乳    蓑且呈主迫  ．巳遥⊇坦  週遡  ユ土．旦邑9  皇ヱ迎  

まで  】‥ 2歳児  姐  乳題担  乙姐之  旦1旦巨旦  姐迫  まで  未設置                                        1．2歳児   姐  旦1旦！迫  乙鮎旦  旦▲旦！迫  呈⊥鮎坦  

未設置                                                                              3 歳 児  迫．旦皇旦  辺旦  乙芸坦  之L迦  1，080  3 歳 児   3且旦迫  旦遡  乙工迫  乙吏迫  1．080  
4歳以上児  姐  呈止星空  迎  上丘⊇旦  810  4歳以上児   j迫ヱ坦  乙越  迎  ム旦≧坦  810  

乳   児  ＿退迅坦  夏ヱ坦  出遁迎  出＿且∈迫  皇上塾迫  乳   児   1∈迫ヱ呈旦  土Z⊥旦亘旦  上皇ヱ上里  ユ上⊥Z旦旦  旦旦墜旦  

設 置  1．2歳児  室退避迫  姐迫  乙鮎迫  亘1旦生旦  旦ユ迫  1，2歳児   羞迫』迫  乱裏迫  三通巨旦  包題迫  呈上皇旦  

151人  3 歳 児  岨  迎  辿坦  姐坦  ⊥星迎  151人   設 置                                                                           3 歳 児   ⊇ヱ』泣  呈▲邑邑堕  呈⊥鮎迫  呈．全担  ム呈呈旦  
から  4歳以上児  姐  2⊥鮎担  辿  上皇≧旦  堅迫  から  4歳以上児   迫且迫  退迫  呈⊥退迫  土製坦  950  

160人  乳   児  土星姐迫  土工⊥裏坦  出遡  主上旦呈旦  迎  160人  乳   児   適且旦旦旦  1Z遡  上皇．皇！坦  呈上丘；迫  亘⊥Z旦塁  

まで  1．2歳児  旦亘止担  旦止担  乙包迫  亘▲鎚坦  迎  まで  未設置                                         1‥2歳児   迫上担  旦▲旦巨旦  乙彗迫  旦．旦皇旦  旦且邑旦  

未設置                                                                               3 歳 児  廻坦  過  呈．ヱ邑9  辺迫  1，100  3 歳 児   避止担  呈⊥迫塁  呈ヱ亘立  呈⊥送迎  1．100  

4歳以上児  呈乙呈（坦  題  之旦旦9  ⊥旦建  830       4歳以上児   鎚坦  呈▲旦≦坦  乙旦辿  土⊥旦堅塁  830   
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改 正 後  改 正 前  

その保 の  その保育  その保 育所の  その保育  
育所   所のその   がその月初日に  
所在す  女、′  所のその   

る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  0  0  0  0  

区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所 加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳   児    ⊥Z旦▲呈旦旦  乳   児    』且且担  

1，2歳児  裏且且担  11，550  旦丘；迫  7，700  3，840  1，2歳児  主！追止坦  11，550  旦▲旦；迫  7．700  3，840  

51人   設 置  51人   設 置  
から  4歳以上児  一≧；●  5，080  皇1呈皇旦  3，390  1，690  から  4歳以上児  ′：…－●  ち，080  姐迫  3，390  1，690  

60人  乳   児  上皇邑1迦  土星⊥巨！迫  姐  12，460  6．220  60人  乳   児  土星巨▲旦皇旦  姐  皇且旦Z旦  12．460  6，220  

まで  1，2歳児  盟且迫  10，590  旦道迎  7，060  3，520  まで  1，2歳児  盟遜迫  10，590  む鮎迫  7．060  3，520  

未設置  未設置  
4歳以上児  40，860  4，120  乙史担  2，750  1，370  4歳以上児  40，860  4，120  辿  2．750  1，370  

乳   児  』旦』迫  一迫ユ堕  15，960  12，770  6．380  匙   盟  ユ貞且且迫  辺上巨立  15，960  12，770  6，380  

1，2歳児  土旦土⊥王旦旦  11，060  9，210  7，370  3．680  設 置                                      呈」呈基盤  上旦皇ヱ邑旦  11．060  9．210  7，370  3，680  
設 置  

61人  3 歳 児  呈上▲旦墨旦  5，390  4，490  3，590  1，790  61人  主 義 且  旦L裏坦  5，390  4，490  3．590  1，790  
から  4歳以上児  皇生ヱ坐  4，590  3，820  3，060  1，530  から  全量以土児  裏ヱ辿  4，590  3，820  3，060  1，530  

70人  乳   児  』且』迫  j遭遇  15．280  12，220  6，100  70人  匙   且  ま長辺遇  ユ且ぷ迫  15．280  12，220  6，100  

まで  1，2歳児  旦姐迫  ユ且旦迫  8，530  6，820  3，400  まで  
未設置  

土」呈歳旦  姐望迫  辿遥迫  8，530  6，820  3，400  

未設置                                                                             3 歳 児  皇皇．ぷ迫  も旦迫  3，810  3，040  1，510  旦 畠 児  坐且迫  姐迫  3，810  3，040  1．510  
4歳以上児  韮1む迫  旦ヱ迫  3，140  2，510  1，250  4盛込土児  旦乙旦三塁  旦ヱ∈迫  3，140  2，510  1，250  

乳   児  主脳迫  j旦ヱ≦坦  15，660  12．520  6，250  乳   児  旦旦邑ユ乙旦  上邑ヱ羞迫  15，660  12，520  6，250  

1．2歳児  旦邑ヱ≡迫  10，690  8，910  7，120  3，550  
設 置  

土」呈遺児  塑．ヱ；迫  10．690  8，910  7，120  3．550  

71人   設 置  71人  旦 産 児  4且且迫  5，020  4，190  3，340  1．660  
から  4歳以上児  裏ヱ！迫  4，220  3，520  2，810  1，400  から  4畳込土盟  生▲旦迫  4，220  3，520  2，810  1，400  

80人  乳   児  廻  ユ且且担  15．060  12，040  6，010  80人  乳   盟  適旦上辺  1邑．旦巨旦  15，060  12，040  6，010  

まで  1．2歳児  旦≧⊥ヱ生旦  9，970  8，310  6，640  3．310  まで  土」呈歳旦  j担ユ；迫  9，970  8，310  6，640  3，310  

未設置  未設置  
4歳以上児  35，690  3．500  2．920  2，330  1，160  4轟以土児  35，690  3，500  2，920  2，330  1，160  
乳   児  裏道遜迫  ユ旦遡  15．420  12，330  6，160  乳   児  適且丑迫  一迫止坦  15．420  12，330  6，160  

設 置  1，2歳児  旦巨⊥星呈旦  10，400  8，670  6，930  3，460  1，2歳児  三迫且迫  10，400  8．670  6，930  3，460  

81人  3 歳 児  46，020  4．730  3．950  3．150  1，570  旦土人   設 置                                                                         3 歳 児  46，020  4，730  3，950  3．150  1，570  
12／100  4歳以上児  39，280  3，930  3，280  2，620  1，310  12／100  4歳以上児  39，280  3，930  3，280  2．620  1，310  

地域  乳   児  適且旦担  主L堕旦  14，880  11，900  5，940  地域  乳   児  i亘旦⊥坐迫  旦ヱ．旦亘旦  14，880  11，900  5，940  

まで  1．2歳児  弘』迫  9，760  8，130  6，500  3．240  まで  1，2歳児  ！迫止Z旦  9．760  8，130  6，500  3，240  

未設置  未設置  
4歳以上児  姐  3，290  2．740  2，190  1，090  4歳以上児  旦旦1旦皇旦  3．290  2，740  2．190  1，090  

乳   児  上皇且』迫  jヱ1旦蔓旦  14，940  11，950  5，970  乳   児  出払』迫  ユエ匙迫  14，940  11．950  5，970  

設 置  1，2歳児  弘遇  9，830  8，190  6，550  3，270  1，2歳児  旦主⊥弘旦  9．830  8，190  6，550  3，270  

91人  3 歳 児  41，220  4．160  3．470  2，770  1，380  91人   設 定                                                                         3 歳 児  41，220  4．160  3，470  2，770  1．380  
から  4歳以上児  34，480  3．360  2，800  2，240  1，120  から  4歳以上児  34，480  3．360  2，800  2，240  1．120  

100人  乳   児  上皇皇⊥呈！辿  1乙皇室旦  14，460  11，560  5，770  100人  乳   児  適宜』迫  ユヱ且担  14，460  11，560  5．770  

まで  1，2歳児  室迫ヱ迫  9，250  7，710  6，160  3．070  まで  1，2歳児  旦虹迫旦  9．250  7．710  6，160  3．070  

未設置  未設置  
4歳以上児  29，680  2，780  2，320  1，850  920  4歳以上児  29，680  2．780  2，320  1，850  920   
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育  民間施設給与等改善費加算額  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

所のその   （第2欄）  その保  その保育 所のその    その月初日  基杢糞  （第2欄）  

五十十  所在す   月初日の  おいて設置又は  
る地域  の   未設置（欠員・   る地域  未設置（欠員・   

区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1，2歳児  
3 歳 児  39，940  4，000  ■3，340  2．660  1，320  設 置  

101人  101人  3 歳 児  39，940  4，000  3．340  2．660  1，320  
から  4歳以上児  33，200  3，200  2．670  2．130  1，060  から  4歳以上児  33，200  3，200  2．670  2，130  1．060  

110人  乳 児  110人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  未設置    1，2歳児   

未設置  3 歳 児  遊⊥重江旦  3．480  2，900  乙且迫  1．150  
4歳以上児  呈＆旦担  2，680  2，230  土ヱ旦旦  890  4歳以上児  呈邑⊥旦⊇旦  2，680  2，230  土⊥ヱ旦旦  890  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児   1．2歳児   
111人  3 歳 児  3旦且担  3，870  3，230  2，580  1，280  111人   ‾ 設 置  
から  4歳以上児  三迫⊥退迫  3，070  2，560  2，050  1，020  ら  4歳以上児  旦⊇⊥旦旦旦  3．070  2，560  2，050  1．020  

120人  乳 児  120人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  
1，2歳児   

3 歳 児  旦生1旦皇旦  3，390  2，830  2．260  1，120  未設置  
4歳以上児  三迫』迫  2，590  2．160  1，730  860  4歳以上児  廻坦  2．590  2，160  1．730  860  
乳 児  乳 児  

設 置    1，2歳児   設 置  1，2歳児   
121人  3 歳 児  旦乙且建  3，760  3，140  2，500  1，240  121人  3 歳 児  旦乙旦！迎  3，760  3，140  2，500  1．240  
から  4歳以上児  退上辺  2，960  2，470  1，970  980  から  4歳以上児  ∑L出迫  2，960  2，470  1，970  980  

130人  乳 児  130人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  
1，2歳児   

3 歳 児  34．210  3，320  2，770  2，210  1，100  未設置  
4歳以上児  27，470  2，520  2，100  1，680  840  4歳以上児  27，470  2．520  2．100  1，680  840  
乳 児  乳 児  

設 置  1．2歳児   設 置  1．2歳児   
131人  3 歳 児  三江．と担  3，670  3，060  2，440  1，210  131人  3 歳 児  ∑L巳迫  3，670  3，060  2，440  1，210  
から  4歳以上児  旦旦止！迫  2．870  2，390  1，910  950  から  4歳以上児  姐  2，870  2，390  1，910  950  

140人  乳   児  上皇土止！迫  土ヱ⊥駐独  14，190  11．350  5，670  140人  乳   児  上皇上皇担  土工⊥旦⊇旦  14，190  11，350  5，670  
まで  1，2歳児  鎚遇  8，930  7，440  5，950  2，970  まで  1．2歳児  旦乱雲迫  8，930  7，440  5，950  2．970  

未設置  未設置  
4歳以上児  呈旦1旦迫  2，460  2，050  1，640  820  4歳以上児  姐  2，460  2，050  1，640  820  
乳   児  ユjA且迫  ムL送迎  14，460  11．560  5，770  乳   児  遮血土星9  上乙旦皇旦  14，460  11，560  5，7ナ0  

設 置  1，2歳児  …・・l  9．250  7．710  6，160  3，070  
設 置  

1，2歳児  堕ユ；迫  9，250  7，710  6，160  3，070  
141人  3 歳 児  姐  3，580  2，990  2，380  1，180  141人  3 歳 児  旦包史迫  3，580  2，990  2，380  1，180  
から  4歳以上児  之姐迫  2．780  2，320  1，850  920  から  4歳以上児  廻迫  2，780  2，3ZO  1．850  920  

150人  乳   児  1邑1旦迎  i皇⊥旦工旦  14，140  11．310  5．650  150人  乳   児  上皇む旦∈坦  j且且∈迫  14，140  11．310  5，650  
まで  未設置  まで  1，2歳児  旦ま丘辿  8，870  7，390  5．910  2．950  

3 歳 児  鎚迫  3，200  2，670  2，130  1，060  未設置  
4歳以上児  姐  2．400  2，000  上丘（迫  800  4歳以上児  廻坦  2，400  2．000  土⊥旦⊆坦  800   

ー
∽
冨
－
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

その保  その陳育所の長  その保 の  その保育  
育所の  その保育 所のネの   がその月初日に  その月初日  基本分  育所  所のその   

所在す   
ヽ壬lヽl   

所在す る地域  区分  
無給）の区分   加算分  加算分  加算分  加算分  る地域 区分  月初日の 定員区分  お 

－
u
冨
－
 
 

－
 
∃
 
 

‘
∴
T
 
J
F
 
 

，「、．－→r岬．・、一、  り▲、 ＿ノ▲盛納盛♭「‘脅▼噌†、Å 傷ir㍉－■－一破丁零こ青戸二Tr  環i逼秘ヰニ醜㌘」丁 一丁㌔ 



改 正 後  改 正 前  
その保 育の  その保  その保育所の長  
所  がその月初日に  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  
在す   ヽ訊  の日  

所 る地域  月初日の  おレて設置．又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％ 4．0％  
区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分加算分  所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未処置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8，0％  4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  巴  
乳児  

土」呈遺児  

設」邑    墨壷盟  
4歳以土児  
乳盟  

基盤畳   ユ」呈産児   

旦遺児  
4盛夏土盟   

乳盟  

設」邑  ユ」2遺児  

亘  墨壷児  
4歳以土盟   

旦  乳児  
去豊丘   土」之遺児   

墨遺児  皇旦週  皇⊥9ヱ旦  出迫  旦1封迫  ム堕旦  

全量以土盟   

乳児  

エ」呈歳盟  
詮」亘  

墨遺児  
4歳以土盟   

工  乳児  

塞設置   エ」2遺児   

旦遺児  
4歳以土児   

乳児  

畳」邑   土」呈遺児   

1  旦遺児  
皇量以よ盟   

旦  乳児  

羞炭塵   土」2遺児   

⊇遺児  
4壷以土児   
乳児  

盈」星  ユ」呈遺児  

旦  墨遺児  

此  1ま∠土旦旦  4歳以上盟   

地盤   乳児  

表記旦   ユ」Z遺児   
墨壷児  
4歳以土盟   
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改 正 後  改 正 前  

その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日  基杢分  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日    基本分  

所在す る地域 区分  月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  加算分  ロ算分  ロ 分  ヨ  Ⅸ   虫’価                                      所在す る地域 区分  月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児童 の年齢区分  保円単 （第1欄）  

円  円  円  円  円  ＿巴  

乳児  

土」呈義兄  
設」邑  

墨壷児  
全量以土足  

乳児  

皇」2産児  

去設置    墨壷盟  
4歳以上児   

乳児  
土」呈基盟  

土迫△  誼」邑    墨壷盟  
皇畳以上児   
乳児  

未設置   土」2遺児   
呈歳盟  
4孟夏土盟   

乳児  

設」邑  皇」呈産児  

旦歳盟  
4歳以土盟   

上之旦△  乳児  

皇三  
未設置   上」呈遺児   

旦遺児  
皇盈以土児   
乳盟  
土」呈遺児  

盈」亘    呈歳旦  
4歳以土児   
乳児  

走設置   土」呈歳盟   

呈基盟  
4畠以土児   
乳児  

藍」置   皇」2遺児．   

豊島盟  

生島以土盟   
乳児  

羞炭塵   ユ」呈量盟   
豊島盟  
4畳込土児   

．．  ニーギこゝ  ペ岩勤ヤ小鰭；   



改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長  

その保 育の  その保育  音所の  

所   所のその   所在す   

おい設置又鳥 
加算分  加算分  加算分  加算分  区分   無給）の区分  区分   所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未処置（欠員・  の入所児凰 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  臥0％  4．0％  

円  円  円  円  円  

乳   児  土工旦1ヱ旦9  呈旦道三坦  j旦且姐  ユ旦且迫  ●●l  乳   児  土地  廻迫  迫鮎坦  過  包ヱ亘旦  
設 置  1，2歳児  出呈1迎  12，320  主旦1呈ヱ9  8，210  4，100  設 置  1，2歳児  出＆避旦  12，320  過  8，210  4，100  

31人  3 歳 児  巨星▲ヱ旦9  6，740  5，620  4，500  2，240  31人  3 歳 児  旦乙ヱ旦旦  6，740  5，620  4，500  2，240  
から  4歳以上児  亘む出旦  5，950  4，960  3，970  1，980  から  4歳以上児  堕週  5，950  4，960  3，970  1，980  

40人  乳   児  1迫且迫  ユ且遜担  ユ互ヱ辺  ユ旦丘≧迫  旦之≡坦  40人  乳   児  適且遜迫  週皿  上皇⊥Z呈旦  ユ旦且担  亘⊥之旦9  
まで  1．2歳児  』旦且迫  10，910  旦⊥旦旦旦  7，260  3，630  まで  1，2歳児  1迫L生≦坦  10，910  姐迫  7．260  3，630  

未設置  未設置  
4歳以上児  皇皇1旦之9  4，540  3，780  3，020  1，510  
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改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

その保育 のその    その月初日   （第2欄）  その保育 のの    その月初ロ  基杢分  （第2欄）  

所      l土ニ   女、′  
る地域  月初日の ー▲■ ＼  いて試 未設置（欠員・  の旦 の年齢区分  日 （第1柵）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

所そ  

区分   定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未処置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％                     区分  定員区分  堕 無給）の区分    加算分  加算分  加算分  加算分  
円  円  円  円  円  円  

匙盟  

蓋＿＿匿  

エ⊥呈遺児  

生  呈畳盟．  

此  主産以土盟  
皇  匙盟  

玉造畳   ユ」呈遺児   

呈遺児  
4歳以土盟   

乳 児  乳  児  
設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  

公人  3歳児   坐△  3歳児   
から  4歳以上児  互生』迫  5，700  4，750  3，800  1，900  から  4歳以上児  旦乙皇！坦  5，700  4，750  3，800  1，900  

50人  乳 児  50人  乳 児  
まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   
4歳以上児  44，560  4，570  旦且姐  3，040  1，520  4歳以上児  44，560  4，570  迎  3，040  1，520  
乳 児  乳  児  

設■ 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  
51人  3歳児   51人  3歳児   
から  4歳以上児  坐遥建  5，000  4，170  3，330  1，660  から  4歳以上児  壁遡  5，000  4，170  3，330  1，660  

60人  乳児  60人  乳児  
まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置    3歳児  未設置    3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳 児  
設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  

61人  3歳児   61人  3歳児   
から  4歳以上児  44，140  4，520  3，760  3，010  1，500  から  4歳以上児  44，140  4，520  3．760  3，010  1，500  

70人  乳   児  適且必迫  旦旦必迫  エ亘⊥堕坦  ．迫迫辿  包旦迫  70人  乳  児  上堕⊥旦亘旦  一迫迫皇立  適』辿  上⊇遡  姐迎  
まで  1，2歳児  三迫遡迫  10，080  辿  6，710  3，350  まで  1，2歳児  旦旦遜坦  10，080  鮎迦  6，710  3，350  

未設置  未設置  
4歳以上児  盟L生辿  3，710  3，090  2，470  1，230  4歳以上児  過  3，710  3，090  2，470  1，230  
乳  児  適∑丑担  遁』迎  避止坦  建造辿  辿迫  乳  児  主旦迎  土星⊥皇旦9  上皇1望担  ．追1蓑坦  旦1裏迫  

設 置  1，2歳児  旦乙聖迫  10，530  ＆ヱ三塁  7，010  3，500  設 置  1，2歳児  盟．呈⊇旦  10，530  弧迫  7，010  3，500  

71人  3 歳 児  韮遡  4，950  4，120  3，300  1，640  71人  3 歳 児  皇乙ヱ三塁  4，950  4，120  3，300  1，640  
から  4歳以上児  剋止塾  4，160  3，460  2，770  1，380  から  4歳以上児  史上生旦  4，160  3，460  2，770  1．380  

甲人  乳  児  蓮⊥塾担  盟遡  ヱ皇道迎  出道坐  も旦辿  80人  乳  児  土星ヱユ旦負  近遡  ．迫逼迫  主上⊥堅迫  乙皇≧坦  
まで  1，2歳児  三迫1史坦  9，820  出泣  6，540  3，270  まで  

未設置  未設置  
1，2歳児  旦」生≧旦  9，820  旦⊥退旦  6，540  3，270  

3 歳 児  旦呈⊥旦宣9  4，240  3，530  2，830  1，410  3 歳 児  皇皇⊥旦Z旦  4，240  3，530  2，830  ユ，410  
4歳以上児  三退避  3，450  2，870  2，300  1，150  4歳以上児  追且担  3，450  2，870  2．300  1，150   

酬  
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改正後  改 正 前  
その保  国  その保  その保育所の長  
育所の  育所の  
所在す   在   

おいて設置又は   刀  田  【   加算分  加算刀  加算分  加算分  

円  円  
乳  児  乳  児  

設 置    1，2歳児  
設 置  

1，2歳児  
81人  3 歳 児  ご迫』迫  4，660  3，890  3，110  1，550  

81人  3 歳 児  坐遡  
10／100  4歳以上児  避止二坦  3，870  3，230  2，580  1，290  10／100  旦邑1ヱ！迫   

地域  乳 児  地域  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  未設置    1，2歳児   

未設置  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳  児  
1，2歳児   

設 置  1，2歳児   
91人  設 置  

91人  3歳児  
から  4歳以上児   から  4歳以上児   

100人  乳  児  100人  乳  児  
まで  

未設置  1，2歳児   まで  1，2歳児   
3歳児  未設置  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳  児  

設 置  
1，2歳児   設 置  

101人  3歳児  101人  3歳児  
から  4歳以上児   から  4歳以上児   

110人  乳  児  110人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児   4歳以上児   

乳児  乳 児  

設 置  
1，2歳児  

設 置   1，2歳児  
111人  3歳児  111人  3歳児  
から  4歳以上児   から  4歳以上児   

120人  乳  児  120人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  1，2歳児   
未設置  3歳児  

4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  剋坦  上乙⊇旦9  題遡  1L亘旦9  遇  乳 児   
設 置  

1，2歳児  坐遡  旦L⊇j坦  ヱヱ生9  6，180  3，090  
設 置  

1，2歳児  堕⊥皇Z旦  腿  1ヱ呈旦   
121人  3歳児  121人  3歳児  
から  4歳以上児   から  4歳以上児   

130人  乳  児  130人  
乳   児   

まぐ  1，2歳児   まで  
未設置  1，2歳児   

未設置  3 歳 児  旦旦ユ＿聖坦  3，270  2，730  2，180  1，080  
4歳以上児  三江上ヱ旦  2，480  2，070  1，650  820  4歳以上児  呈乙主旦9  2，480  2，070  1，650  820   
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改 正 後  改 正 前  

その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  
その保育 のその    その月初日  基杢分  （第2欄）  その保育 のその    その月初日   （第2欄）  

所在す  所  所      l上巳   女、  
る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  
区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域  月初日の ′▲＿●  おいて訳置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保胃単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

円  円  

乳  児    ．迫星▲旦辿  乳   児    土星≧題迫  

1，2歳児  並遡  9，190  乙堕旦  6，120  3，060  1，2歳児  旦邑．旦皇旦  9，190  過  6，120  3，060  

131人   設 置  131人   設 置  
から  4歳以上児  過  2，820  2，350  1，880  940  から  4歳以上児  三迫且迫  2，820  2，350  1，880  940  

140人  乳  児  呈生乳星旦旦  遁LZj泣  退▲旦王立  出ユニ担  立蜃坦  140人  乳   児  』且之坦  適ヱ邑旦  上皇⊥聖拉  出止建  姐旦  
まで  1．2歳児  旦⊇．旦∈迫  8，790  乙旦⊇旦  5，850  2，920  まで  1，2歳児  旦呈⊥邑迎  8，790  乙ぷ辺  5，850  2，920  

未設置  未設置  

4歳以上児  姐  2，420  2，020  1，610  800  4歳以上児  姐  2，420  2，020  1，610  800  

乳  児  土星」旦皇旦  主迎  上越  主ょ迷坦  姐迫  乳   児  土塁土製迫  立退匹  上皇遡  土⊥宣宣立  立鎚坦  

設 置  1，2歳児  旦巨⊥亘皇旦  9，110  乙旦塑  6，070  旦1旦迎  設 置  1，2歳児  堕丘辿  9，110  ヱ⊥巨星旦  6，070  迎  

141人  3 歳 児  姐  旦L⊆迫  2，940  2，360  上土迫  141人  3 歳 児  遊戯  旦．亘星旦  2，940  2，360  上辺  

から  4歳以上児  塑遡  2，740  2，280  1，830  910  から  4歳以上児  塑造∈迫  2．740  2，280  1，830  910  

150人  乳  児  上皇辿  ヱ且ヱ辿  過  起上迎  姐坦  150人  乳   児  上皇軋封迫  姐  遵β遁  出上辺  亘丘∈迫  
まで  1，2歳児  壁遡  軋ヱ迎  遇  迎  呈1旦主立  まで  1，2歳児  墨呈遡  軋芸迫  乙芝辺  出乙迫  呈1旦！迫  

未設置  未設置  

4歳以上児  26，210  呈遥三塁  1，970  土星迫  芸坦  4歳以上児  26，210  乙旦§旦  1，970  ム巨王立  蚕迫  

乳  児  週  』上辺  過  上L生迫  姐迎  乳   児  適乙上辺  土工止辿  出違j迫  過  姐坦  

設 置  1．2歳児  羞追越  乳裏迫  ム建  6，090  3，040  設 置  1，2歳児  堕巡迫  且上担  乙鮎旦  6，090  3，040  

151人  3 歳 児  姐  旦長辺  2．970  2，380  1，180  151人  3 歳 児  呈邑．呈巨旦  呈⊥旦！迫  2，970  2，380  1，180  

から  4歳以上児  ；迫追辿  呈遡  2，310  1，850  920  から  4歳以上児  姐  乙ヱ迫  2，310  1，850  920  
160人  乳  児  』且呈迫  遁ヱ堕  土星⊥旦Z旦  出上二迫  亘⊥卓迫9  160人  乳   児  上皇旦且迫  上皇⊥ヱ旦9  土塁⊥皇邑旦  址1主旦旦  む宣坦  

まで  1，2歳児  迫L邑迎  8，790  乙呈旦旦  5，850  2，920  まで  1，2歳児  姐  8，790  ヱ⊥呈互生  5，850  2，920  

未設置  未設置  

4歳以上児  26，680  2，420  2，020  1，610  800  4歳以上児  26，680  2，420  2，020  1，610  800  

乳  児  逓上皇坦  』』辿  一迫1呈上立  主上遡  迎  乳   児  起透⊇迫  土工迎担  コA遡  址遡  皇⊥亘2旦  

1，2歳児  堕遡  9，080  ヱ⊥亘ヱ旦  6，040  3，020  
設 置  

1，2歳児  堕遥亘9  9，080  ヱ⊥亘亘旦  6，040  3，020  

161人   設 置  161人  3 歳 児  35，700  3，500  2，920  2，330  1，160  
から  4歳以上児  29，070  2，710  2，260  1，800  900  から  4歳以上児  29，070  2，710  2，260  1，800  900  

170人  乳  児  』旦遥！迫  上組迫  土星⊥監迫  土L主皇旦  も皇Z旦  170人  乳   児  』且旦担  。迫遡  ．迫且≧迫  出題  姐迫  

まで  1，2歳児  墾止坦  腿  乙≧旦墾  5，820  2，910  まで  
未設置  

1，2歳児  重盗且担  宣ヱ盟  乙遜迫  5，820  2，910  

未設置                                                                             3 歳 児  j迫且迫  乙∑迫  2，640  2，110  1，050  3 歳 児  辺上辿  辿迫  2，640  2，110  1，050  

4歳以上児  姐  乙退迫  1，980  1，580  790  4歳以上児  ；迫遡  遇  1，980  1，580  790  

乳  児  上腿  ユ旦L坦旦  上皇．迦  裏遡  旦1旦坦  乳   児  上皇」裏迫  土星▲皇宣9  主址建  旦ま1旦呈旦  過  

設 置  1，2歳児  姐  9，020  王道皇旦  6，000  3，000  設 置  1，2歳児  邑皇ユ迫  9，020  乙塾坦  6，000  3，000  

3 歳 児  並遡  3，440  2，860  2，290  1，140  3 歳 児  旦旦．上皇旦  3，440  2，860  2，290  1，140  

171人  4歳以上児  姐  2，650  2，200  1，760  880  171人  4歳以上児  三迫丘≡迫  2，650  2，200  1，760  880  

以上  乳  児  上皇乳量迫  ．迫適二迫  週遥坦  上L墓ユ旦  乙堅迫  以上  乳   児  土地  皇姐辿  土星⊥鎚迫  ユユ』迫  旦▲互生9  

1，2歳児  壁上辿  8，700  ム≧互生  5，790  2，890  未設直  
1，2歳児  旦≧⊥迫  8，700  乙星組  5，790  2，890  

未設置                                                                           3 歳 児  三迫長辺  3，120  2，600  2，080  1，030  3 歳 児  違遡  3，120  2，600  2，080  1，030  
4歳以上児  益遡  2，330  1，940  1，550  770  4歳以上児  呈皇⊥旦呈旦  2，330  1，940  1，550  770   

闇  
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改正後   
その保  女‾  

改 正 前  
民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育所の長  育所の  民間施設給与等改善費加算額   

育所の  その保育 所のその   がその月初日に  その月初日  基本分  
所在す   （第2欄）  

＝＼71持  ・l三岩  女、  

無給）の区分  加算分  加算分 加算分   加算分  戸 る地域  月初日の  おレて自又置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保円単価 （第1欄）  120％100％   80％  40％  

l  区分   無給）の区分  加分  加分  加分  
円  円  円  円  円  

円  
0  

設」星   
土」呈遺児  

呈  呈遺児  

4歳以土盟  
乳児  

塞重畳   土」呈遺児   

呈遺児  

生産送土児   
乳 児  

設 置  
1，2歳児  

皇  3歳児  
4歳以上児   

45人  乳 児  
まで  

未設置  
1，2歳児  

3歳児  
4歳以上児   

剋盟  

設」宣  
土」呈遺児  

皇  旦遺児  
全盛以土盟   

乳児  
塞筐底   エ」呈遺児   

旦遺児  

皇孟夏土盟   
乳児  

造」邑  
土」呈遺児  

呈遺児  

皇盛夏よ盟   
乱盟  

呈≡  表設置   土」呈遺児   

旦遺児  

生産以土盟   
乳児  

設」星   土」呈遺児   

旦  墨壷盟  
4孟夏土盟   

ヱ  乳児  

塞設置   土」呈遺児   

呈遺児  

全盛以土盟   

∴
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改 正 後  
改 正 前  

民間施処給与等改善費加算額  その保  その保日所の  F 但貞又 ロ  ー  

その保  その保育所の長  
育所の  その保育  その   がその月初日に  その月初日  基杢分  

育所の  その保育 所のその   がその月初日に  

所在す  所の   おいて壬塾置又は  そ 
る地域   月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ ′1ゝ ∠ゝ  の入所児童 の年齢区分  保 （第1欄）  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   無給）の区分  

加算分  加算分  加算分  ロ算刀  
区分  無箱）の区刀  

円  円  円  
円  

乳且  

毘＿直  土」呈遺児  

ヱ  呈盈盟  
4盛夏上盟  

旦  乳児  
土」呈遺児  

塞設置    呈遺児  

4畳込土盟   
乳児  

上」呈産児  

設」邑    墨壷盟  
4畳以上盟   

此  乳児  

星空  土」呈歳盟．  

塞筐底    呈歳児  

4塵以上盟   
乳児  

土⊥呈長塩  

蓋」邑    旦遺児  
4塵以上盟   

乳盟  

羞盈畳  土」呈遺児  

呈歳旦  
4畳以上児   
乳児  

毘」邑  土」呈畳盟  

呈j迫△  旦歳旦  
むら■  4遺以上盟   

上  乳児  

土」呈歳旦  

去設置    呈遺児  
4畳込上児   

乳 児  

設 置  1，2歳児  

退ユ人  3歳児  
から  4歳以上児   

120人  乳 児  
まで  1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   
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改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

その保育 のの    その月初日  （第2柵）  その保育 のその    その月初日   （第2欄）  

所そ       コ亡亡   ゴf  所      ．立   女－  
所在す る地域  月初日の  おいて試置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  
区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  

匙盟  

土」呈遺児．  

設」監    量産盟  
4畳込土児  

乳盟  

重畳畳   土」呈遺児  
墨壷児．  

4孟夏土盟   

乳児  

エ」呈遺児．  
設」邑  

呈遺児  
皇量以土児   
乳盟  

玉造畳   土」呈遺児   

墨壷盟  
旦畳以土盟   

乳 児  

設」邑  
1，2歳児  

ユ呈上人  3歳児  
から  4歳以上児   

150人  乳児  
まで  1，2歳児  

玉造畳    3歳児  
4歳以上児   

乳児．  

土」呈遺児  

遮⊥△  選」星    墨蓮見  

むら  全盛以土盟   
出払△  乳児  
呈三  塞設置   土」呈遺児   

呈遺児  

4還送土児   

乳児  

選」邑   土」呈遺児  

主  墨壷児．  
4歳以土盟   

血  乳児  

呈三  未設置   土」呈遺児  

墨壷児．  
4塵以土児   

－
岩
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改 正 後  改 正 前  

その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  その保育 のその   がその月初日に  その月初日  基本分  育所の   その保育 のの   がその月初日に  

所  所在す  所そ    ゝラrL    Ⅸ   女  

所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 末書几置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  0  0  ○  ．  0  る地域  月初日の ′・・▲・・▼  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  加算分  加算分  加算分  加鼻分  

円  円  円  円  円  円  

匙盟  
土」呈遺児  

炭」邑    墨壷盟  
』ユ人  4盛込土盟  

以上  剋盟  

丞設置   土」呈遺児   

量産盟  
呈畳込土盟   

乳  児  土Z旦．旦！迫  19，960  Ⅰ6，630  13，300  6，650  乳  児  』且旦担  19，960  16．630  13，300  6，650  

設 置  1，2歳児  裏且旦迫  逓上述  10，100  腿  虫旦担  設 置  1，2歳児  去且旦担  一迫止；辿  10，100  軋以坦  皇⊥旦；迫  

31人  3 歳 児  亘主⊥旦亘仝  6，640  5，530  4，420  2，210  31人  3 歳 児  弘道≡迫  6，640  5，530  4，420  2，210  

から  4歳以上児  王道ぷ迫  5，860  4，880  3，900  1，950  から  4歳以上児  重迫L旦迎  5，860  4，880  3，900  1，950  

40人  乳  児  凪公立  18，570  15，470  12，380  6，190  40人  乳  児  土色生遥ヱ旦  18，570  15，470  12，380  6，190  
まで  1，2歳児  ≦迫遡  土払二乙皇旦  8，940  ヱ』迫  旦▲主星立  まで  1，2歳児  盟且迫  週ヱ辿  8，940  ヱユ壬迫  む巨Z旦  

未設置  未設置  

4歳以上児  43，750  4，470  3，720  2，980  1，490  4歳以上児  43，750  4，470  3，720  2，980  1，490  

乳 児  
1．2歳児  

皇  監＿畳    3歳児  
4歳以上児   

此  
4  乳 児  

1，2歳児  

去設置    3歳児  
4歳以上児   

乳  児  上三豊⊥旦主旦  19，710  16，420  13，140  6，570  乳  児  凪鮎迫  19，710  16，420  13，140  6，570  

1，2歳児  』旦旦≡坦  ユ」壁坦  9，890  ヱ▲製迫  旦▲旦巨塁  設 置  1，2歳児  』且旦迫  呈上旦辺  9，890  乙立迫  ∑望迫  

41人   ‾ 設 置  坐△  3 歳 児  壁上辺  6，390  5，320  4，260  2，130  

ゝら  4歳以上児  姐  5，610  4，670  3，740  1，870  から  4歳以上児  旦乙旦担  5，610  4，670  3，740  1，870  

50人  乳  児  適且丘迫  18，600  15，500  12，400  6，200  50人  乳  児  上皇生丘！坦  18，600  15，500  12，400  6，200  
まで  1▲ 2歳児  旦旦⊥呈呈旦  遁ヱZ旦  8，970  ヱL遇  遇  まで  1，2歳児  盟L退迫  週ヱ鎚  8，970  乙遇  と壁坦  

未設置  
未設置  

3 歳 児  50，510  5，280  4，400  3，520  1，760  

4歳以上児  43，980  4，500  3，750  3，000  1，500  4歳以上児  43，980  4，500  3，750  3，000  1，500  

乳  児  』旦且坦  ．迫迫迎  15，850  12，680  6，340  乳  児  凪迫旦  上越  15，850  12，680  6，340  
1，2歳児  退塾且塑  止遡  9，320  乙』建  ＆芸坦  1，2歳児  上9呈過迫  上土止旦旦  9，320  ヱ⊥皇亘旦  呈ヱ迎  

51人   設 置  51人   設 置  
から  4歳以上児  皇乙聖坦  4，930  4，100  3，280  1，640  から  4歳以上児  堂j坐  4，920  4，100  3，280  1，640  

60人  乳  児  土！泣止旦旦  18，100  15，080  12，060  6，030  60人  乳  児  上皇鮎生娘  18，100  15，080  12，060  6，030  
まで  1，2歳児  盟上辺  土虹≧ヱ旦  8，550  包旦辿  旦⊥皇；迫  まで  1，2歳児  塑止姐  』遡  8，550  包旦迫  旦▲旦辿  

未設置  未設置  
4歳以上児  旦乳旦坦  4，000  3，330  2，660  1，330  4歳以上児  三迫1旦呈9  4，000  3，330  2，660  1，330   

き1  
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  
所在す   ヽ一一‾肌  その日  l・コヒ  分 太一  

いて 
区分   定員区分  凹  田  l芸  l蓋  所在す る地域 区分  月初日の 定員区分  おいし放置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児旦 の年齢区分  保胃単価 （第1欄）  加算莞  加算分  加算分  加算分  

円  円  
乳  児    裏塩且迅  乳  児    上皇も＿出迫  

設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  
61人  3歳児   61人  3歳児   
から  ロ  から  4歳以上児  43540  4440  3700  2960  1480  

70人  乳  児  剋坦  17，750  14，790  11，830  5，910  70人  乳  児   
まで  1，2歳児  まで  旦⊥旦適   

未設置  未設置  
4歳以上児  36，930  3，650  3，040  2，430  1，210  4歳以上児  36，930  3650  3040  2430  1210  
乳  児  適⊥且迫  18，190  15，160  12，130  6，060  乳  児  上皇1之皇旦  18，190  15，160  12，130  6，060  

設 置  設 置  3440  

71人  3歳児   71人  3歳児   
から  4歳以上児  坐遡  4，090  3，410  2，730  1，360  から  4歳以上児  避止塑  4，090  3，410  2730  1360  

80人  乳  児  蓑且且辿  17，500  14，580  11，660  5，830  80人  乳  児  上皇む迎  17，500  14，580  11，660  5830  
まで  1，2歳児  まで  

未設置  未設置  
1，2歳児  

3歳児   3歳児   
4歳以上児  姐旦  3，400  2，830  2，260  1，130  4歳以上児  34800  3400  2830  2260  1130  
乳  児  逓旦L鮎迫  17，910  14，920  11，940  5，970  乳  児   

設 置  
1，2歳児  1，2歳児  

81人  3歳児   
81人   設 置  

8／100  4歳以上児  呈腿  3，810  3，170  2，540  1，270  8／100  4歳以上児  三迫1裂迫  3，810  3，170  2540  1270  
地域  乳  児  逓∑ヱ迫  17，290  14，410  11，530  5，760  地域  乳  児  旦萱且工迫  17，290  14，410  11530  5760  

まで  1，2歳児  まで  
未設置  1，2歳児  未設置                                            3歳児  羞迫止迎  辿迫  7，880 3，310  旦且辿  旦ユ姐  3歳児   

4歳以上児  33，110  3，190  2，660  2，130  1，060  4歳以上児  33，110  3，190  2660  2130  1060  
乳  児  上皇生L⊇上9  17，360  14，460  11，570  5，780  乳  児  上皇生遡  17，360  14，460  11，570  5，780  
1，2歳児  

設 置  設 置  1，2歳児  

91人  3歳児   91人  3歳児   
から  4歳以上児  迫丘皇旦  3，260  2，710  2，170  1，080  から  4歳以上児  迫巨坐  3，260  2，710  2，170  1，080  

100人  乳  児  週旦題迫  16，800  14，000  11，200  5，600  100人  乳  児  週且旦迫  16，800  14，000  11，200  
まで  1，2歳児  まで  未設置  5970   

未設置  3歳児   
4歳以上児  姐  2，700  2，250  1，800  900  4歳以上児  呈旦1旦上里  2，700  2．250  1，800  900  
乳  児  土姐  17，210  14，340  11，470  5，730  乳  児  ユ旦呈▲旦≧旦  17，210  14，340  11，470  5．730  

設 置  
1，2歳児  旦乙ヱ皇立  皇遡  7，810  出迫  旦1土星旦  設 置  1，2歳児  羞江迎  三L廷9  7，810  旦L星皇旦  旦1ユ土旦  

101人  3 歳 児  38，930  3，890  3，240  2，590  1，290  101人  3 歳 児  38，930  3，890  3，240  2，590  1，290  
から  4歳以上児  32，400  3，110  2，590  2，070  1，030  から  4歳以上児  32，400  3110  2590  2070  1030  

110人  乳  児  ユ皇旦1旦亘9  16，700  13，920  11，130  5，560  110人  乳  児  上皇む弘9  16，700  13，920  11，130  5560  
まで  1，2歳児  墨呈上逆  旦L宣辿  7，390  互j迫旦  乙旦辿  まで  

未設置  1，2歳児  墨且旦迫  旦追∈坦  7，390  旦必迫  乙旦皇旦  
3 歳 児  34，720  3，380  2，820  2，250  1，120  未設置                                                                           3 歳 児  34，720  3，380  2，820  2，250  1，120  
4歳以上児  28，190  2，600  2，170  1，730  860  4歳以上児  28，190  2，600  2，170  1，730  860   
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改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

その保育 のその    その月初日    基本分  （第2欄）  その保育 のその    その月初日  基本分  （第2欄）  

所      Ⅸ   女  所       女  
る地域  月初日の  いて盲箕又 未設置（欠員・  の の年齢区分  田 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．D％  4．0％  所在す る地域  月初日の た±チ  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳  児    1萱⊥聖坦  乳   児    逓上皇辿  
設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  

111人  3歳児   111人  3歳児   
から  4歳以上児  31，330  2，980  2，480  1，9モ享0  990  から  4歳以上児  31，330  2，980  2．480  1，980  990  

120人  乳  児  』出辿  16，620  13，850  11，080  5，540  120人  乳   児  剋坦  16，620  13，850  11，080  5，540  
まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置  未設置  
4歳以上児  27，470  2，520  2，100  1，680  840  4歳以上児  27，470  2，520  2，100  1，680  840  
乳  児  裏江迎≡坦  16，970  14，140  11，310  5，650  乳   児  遁上迫姐  16，970  14，140  11，310  5，650  

設 置  1，2歳児  1，2歳児  
121人  3歳児   121人   設 置  
から  4歳以上児  迎遡  2，870  2，390  1，910  950  から  4歳以上児  迎遡  2，870  2，390  1，910  950  

130人  乳  児  130人  乳 児  
まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   
4歳以上児  26，860  2，440  乙迦担  1，630  810  4歳以上児  26，860  2，440  旦且坦  1，630  810  

乳  児  逓且旦担  16，880  14，070  11，250  5，620  乳  児  遮血迷坦  16，880  14，070  11，250  5，620  

設 置  1，2歳児  設 置  
1，2歳児  

131人  3歳児   131人  3歳児   
から  4歳以上児  姐  2，780  2，320  1，850  920  から  4歳以上児  呈已且迫  2，780  2，320  1，850  920  

140人  乳  児  』ム塁⊇旦  16，480  13，740  10，990  5，490  140人  乳   児  出血望坦  16，480  13，740  10，990  5．490  
まで  1，2歳児  鮎ユ辿  鎚坦  7，210  む工迫  過  まで  1，2歳児  払底坦  乱立迫  7，210  遇  呈道三旦  

未設置  未設置  
4歳以上児  26，370  2，380  1，990  1，590  790  4歳以上児  26．370  2，380  1，990  1，590  790  
乳  児  』乳旦辿  16，800  14，000  11，200  5，600  乳   児  上皇旦．旦⊇旦  16，800  14，000  11，200  5，600  

設 置  1，2歳児  塾遡  軋旦建  7，470  旦遡  乙！迫旦  設 置  1，2歳児  旦皇1呈⊇旦  ；●－●  7，470  良旦担  乙堅迫  

141人  3 歳 児  ニ迫長≦旦  3，480  2，900  2，320  1，160  141人  3 歳 児  遊1辿  3，480  2，900  2，320  1，160  
から  4歳以上児  ニ迫且主旦  2，700  2，250  1，800  900  から  4歳以上児  塑』辿  2，700  2，250  1，800  900  

150人  乳  児  』血豆！迫  16，430  13，690  10，950  5，470  150人  乳   児  出色丘担  16，430  13，690  10，950  5，470  
まで  1，2歳児  鮎⊥呈亘旦  旦遜迫  7，160  亘⊥Z迎  乙堕旦  まで  1，2歳児  鮎．且姐  姐迫  7，160  旦1ヱ迎  過  

未設置  未設置  
4歳以上児  25，920  2，330  1，940  1，550  770  4歳以上児  25，920  2，330  1，940  1，550  770  
乳  児  裏且且辿  16，830  14，030  11，220  5，610  乳   児  』且旦迫  16，830  14，030  11，220  5，610  

設 置  1，2歳児  塾丘迫  里⊥旦！迫  7，500  通過  迎  設 置  1，2歳児  旦皇退迫  旦▲旦！迫  7，500  出迫旦  呈1旦三坦  
151人  3 歳 児  遊戯  3，510  2，930  2，340  1，170  151人  3 歳 児  避退主立  3，510  2，930  2，340  1，170  
から  4歳以上児  盟遥坦  2，730  2，280  1，820  910  から  4歳以上児  呈旦．呈邑負  2，730  2，280  1，820  910  

160人  乳  児  』ヱ避迫  16，490  13，740  10．990  5，490  160人  乳   児  土壁退廷  16，490  13，740  10，990  5，490  
まで  1，2歳児  旦皇．ヱ迎  旦．鎚迫  7，210  と賀旦  呈遇  まで  1，2歳児  鮎ヱ主旦  ＆旦≡迫  7，210  出迫  乙旦辺  

未設置  未設置  
4歳以上児  26，390  2，390  1，990  1，590  790  4歳以上児  26，390  2，390  1，990  1．590  790   

．コ  
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改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育  民間施設給与等改善費加算額  

その保育 のその    その月初日  基杢分  （第2欄）  育所の  その月初日   （第2欄）  

所  所のその   
所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4二0％  
区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域  月初日の たゝ■  おいし設置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  加算分  加算分  坤算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  

乳盟  

土」呈義兄  

選」邑    呈遺児  
全量以土足  

乳児  

玉造置   上」呈遺児   

呈遺児  
全量以よ盟   

乳盟  

設」監  土」呈産児  

旦  呈遺児  
皇塵以土盟   

乳児  

玉造置   土」呈遺児   
呈遺児  
呈盛夏土盟．   

乳盟  

土」呈遺児  

ヱ  選」監    斑＝  
皇畳以土足   

旦旦△  乳児  
星空  玉造置   主」呈遺児   

呈歳旦  

生産以土盟   

乳盟  

選」邑   土⊥呈盈盟   

墨  旦遺児  
Z△」迫  全量以土足   皿  通底   乳児  

上」呈遺児  

去設置    旦盈盟  

呈盛夏土盟   
乳児  

定」邑   上」呈義兄   

呈遺児  
4畳込土児   

乳児  

走設置   土」呈歳旦   
量産盟  
皇歳以土盟   

l頭  

鞄－，一・▼－・・  Ⅶ施「¶∴ムー ・－蝕芸乱孝㌧ ・－一 一一・・～－㍉・－・   



改 正 後  改 正 前  
そ保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  
竺  その保育    その月初日   （第2欄）  その保女    その月初日  基杢分  （第2欄）  

．出   士、                               所のその    壬†t  の  
る地域  月初日の  いて又 未設置（欠員・  の の年齢区分   （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

区分   所在す る地域  月初日の  おいて放置又は 未設置（欠員・  の入所児島 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  区分   定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  
■■■■膵  

上」呈遺児  
設」監  

上旦主△  墨壷盟  
生産以土盟  

乳児  

土」呈遺児  

塞設置    旦遺児  

全量以土児   
乳児  

土」呈歳旦  

⊥辻人  羞」邑    呈産児  
4畳込土盟   

乳児  
土」呈遺児  

・・琶    墨壷盟  

皇塵以土児   
乳児．  

設」邑   土」之遺児   

旦遺児  
4塵以土児   

乳児  
未設置   土」呈遺児   

墨壷盟  

4盛以土盟   
乳児  

畳」邑  
土」呈遺児  

よ迫△  旦遺児  
4盛夏土盟   

乳児  

玉造畳   上」呈遺児   

旦遺児  
生産以土児   

乳児  

エ」呈遺児  

ユ呈上人  崖」邑    呈遺児  
むら  4畳以土盟．   

裏政△  乳児  
呈王  去設置   土」呈遺児   

旦畳盟  
全盛以土児   
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  育所の  
所在す   在   

おいて設置又は   
区分   無給）の区分  刀  田    刀  Ⅸ   加算分  加算分  加算分   

円  円  
乳  児    皿且辿  乳  児    』ユユ邑旦  
1，2歳児  』互選迫  11，680  9，730  7，790  3，890  設 置  1，2歳児  凪旦≡坦  11，680  9，730  7，790  3，890  

生△   設 置  坐△  3 歳 児  ；● ●  6，290  5，240  4，190  2，090  
から  4歳以上児  長辺⊥亘！迫  5，520  4，600  3，680  1，840  から  1840  

50人  乳  児  裏迫止廷  18，300  15，250  土乙堅坦  6，090  50人  乳  児   
まで  

未設置  1，2歳児  旦乙旦塑  10，590  8，820  7，060  3，520  まで  1，2歳児   

3歳児  未設置  
4歳以上児   4歳以上児   
乳  児  裏迫且迎  18，720  15，600  姐  6，230  乳  児   

設 置  1，2歳児  上旦Lむ坦  11，010  9，170  7，340  3，660  設 置  1，2歳児  逓ム出立  11，010  9，170  7，340  3，660  
51人  3 歳 児  旦む弘旦  5，620  4，680  3，740  1，860  

51人  3 歳 児  旦邑』迫  5，620  4，680  3，740  1，860  
から  4歳以上児  】●；●●  4，850  4，040  3，230  1，610  から  4歳以上児  46880  4850  4040  3230  1610  

60人  乳  児  上皇邑⊥旦迎  17，810  14，840  出⊥旦ヱ旦  5，930  60人  乳  児   
まし、  

未設置  
1，2歳児  三迫ユ皇⊆  10，100  8，410  6，730  3，360  まで  

未設置  
1，2歳児   

3 歳 児  坐ユ辿  4，710  3，920  3，130  1，560  3 歳 児  坐ユ呈旦  4，710  3，920  3，130  1，560  
4歳以上児  旦旦L迫旦  3，940  3，280  2，620  1，310  1310                       4歳以上児  39300  3940  3280  2620  

乳  児  適⊥金星9  18，240  15，200  上之遡  6，070  乳  児   
設 置  1，2歳児  盟遡  10，530  8．770  7，020  3，500  1，2歳児  組立  10，530  8，770  7，020  3，500  

61人  3 歳 児  49，370  5，140  4，280  3，420  1，700  
61人   設 置  

から  4歳以上児  42，950  4，370  3，640  2，910  1，450  から  1450  
70人  乳  児  ユ旦萱止坦  17，460  14，550  土」旦生旦  5，810  70人  乳  児  遁む土坐  17，460  14550  11630  5810  
まで  1，2歳児  型止坐  9，750  8，120  6，500  3，240  まで  1，2歳児  岨  9，750  8，120   

未設置  未設置  
4歳以上児  並止！迫  3，590  2，990  2，390  1，190  1190                       4歳以上児  36450  3590  2990  2390  

乳  児  乳  児  
設 置  1，2歳児   設 置  1，2歳児   

71人  3 歳 児  坐止辺  も塾迎  3，990  3，190  1，590  71人  3 歳 児  生地  皇遡  3，990  3，190  1，590  
から  4歳以上児  坐遇  裏迫旦  3，350  2，680  1，340  から  4歳以上児  40040  4020  3350  2680  1340  

80人  乳  児  80人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  
1，2歳児   

未設置  3 歳 児  姐  4，110  迎  2，740  1，360  
4歳以上児  辿遡  3，340  遇  2，230  1，110  4歳以上児  34360  3340  2780  2230  1110  
乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児   
設 置  

1，2歳児   

81人  3 歳 児  坐1辺  4，520  3，760  3，010  1，500  
81人  3 歳 児  坐』迫  4，520  3，760  3，010  

6／100  4歳以上児  旦LZ旦旦  3，750  3，120  2，500  1，250  6／100  2500   
地域  乳  児  土星主⊥旦迎  17，010  14，180  出．旦担  5，660  地域  乳  児   

まで  未設置  まで  1，2歳児   

3 歳 児  呈旦1ユ迎  3，910  3，260  2，600  1，290  未設置  
4歳以上児  旦乙ヱ担  3，140  2，620  2，090  1，040  4歳以上児  3皇道塑  3，140  2，620  2，090  1，040   
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改 正 後  改正前  

その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  壬∩〃ぁら  

女所の  その保育   がその月初日に  その月初日  基本分  育所の   その保育    がその月初日に  その月初日  基本分  

日 所在す  所のその  

る地域 区∠ゝ   加壷分  加算分  加 所在す る地域 区分  P 月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳  児    151960  乳   児    適⊥且迫  

1 2歳児   1，2歳児  旦乙墜坦  9，370  7，800  6，250  3，120  

91人  設置  91人   設 置  

から  4歳以上児  33，230  3，210  2，670  2，140  1，070  から  4歳以上児  33，230  3，210  2，670  2，140  1，070  

100人   乳  児  147420  16，530  13，780  土⊥鎚坦  5，500  100人  乳   児  上皇ヱ▲呈Z旦  16，530  13，780  出血旦  5，500  

まで  1 2歳児   まで  1，2歳児  旦呈⊥呈生壁  8，820  7，350  5，880  2，930  

未設置  未設置  

4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳 児  

設 置  12歳児   1，2歳児   

101人  3 歳 児   101人   設 置  

から  4歳以上児  32，000  3，060  2，550  2，040  1，020  から  4歳以上児  32，000  3，060  2，550  2，040  1，020  

110人  乳  児  146600  16，430  13，700  』止堕  5，470  110人  乳   児  と迫上皇旦  16，430  13，700  一迫良三迫  5，470  

まで  1 2歳児   まで  1，2歳児  旦≧⊥星迎  8，720  7，270  5，820  2，900  

未設置  未設置  

歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳 児  

12歳児   1，2歳児   
設 置   

111人  3 歳 児   111人   設：置  

から  4歳以上児  迎遡  2，930  2，440  1，95（）  970  から  4歳以上児  迎遁坐  2，930  2，440  1，950  970  

120人  乳  児  145890  16，350  13，620  過  5，440  120人  乳  児  週皇道辿  16，350  13，620  j且遡旦  5，440  

まで  1 2歳児   まで  1，2歳児  旦」旦≧旦  8，640  7，190  5，760  2，870  
未設置  3歳児  未設置  

歳ぶ上児   4歳以上児   

乳  児  乳  児  

設 置   12歳児   1，2歳児   

121人  3 歳 児   121人   設：置  

から  4歳以上児  旦旦』辿  2，830  2，350  1，880  940  から  4歳以上児  旦腿  2，830  2，350  1，880  940  

130人  乳  児  145290  16，280  13．560  』遡  5，420  130人  乳   児  上皇巨⊥星坦  16，280  13，560  ユ且旦坐  5，420  

まで  1 2歳児   まで  1，2歳児  旦主⊥旦⊇旦  8，570  7，130  5，710  2．850  

未設置  未設置  

4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳  児  

設 置  12歳児   1．2歳児   

131人  【   131人  設 置  

から  から  

140人   乳  児  144800  16，  1，  jL＝」L：＝上．．＝．  140人   

まで  1 2歳児   まで  1，2歳児  坦⊥亘迎  8，510  7，090  5，670  2，830  
未設置  

3 歳 児   未設置  

4歳以上児  26，070  2，350  1，960  1，560  780  4歳以上児  26，070  2，350  1，960  1．560  780   

ゝ］   



改正後  改 正 前  
：±貫                  その保 の  その保  その保育所の長  
育所  がその月初日に  育所の  
所在す   所在す   

I 

おいて設置又は   刀  区分   定鼻区分   加算分  加算分  加算分  加算分  
円  円  

乳  児    出土旦坦  乳  児    題乙且担  
設r 置  1，2歳児  旦呈上皇9  8，820  7，340  5，880  2，930  

設 置  
1，2歳児  邑呈」⊥皇旦  8，820  7，340   

141人  3 歳 児  35，080  3，430  2，850  2，280  1，130  141人  3 歳 児  35，070  3，430  乙850  
から  4歳以上児  28，660  2，660  2，210  1，770  880  から  2，210   

150人  乳  児  通過  16，160  13，470  ユ且ヱ塾  5，380  150人  乳  児  144310  16160  13470  10770  5380  まで  
未設置  

1，2歳児  旦虹主ユQ  8，450  7，040  5，640  2，810  まで  
未設置  1，2歳児   3歳児  3歳児  

4歳以上児   4歳以上児   
乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児   
設 置  

1，2歳児   
151人  3歳児  151人  3歳児  
から  4歳以上児   から  4歳以上児   

160人  乳  児  姐邑迎  16，220  13，520  通過迎  5，400  160人  乳  児   
まで  

未設置  1，2歳児  旦9適墨旦  8，510  7，090  5，680  2，830  まで  1，2歳児   

3歳児  未設置  
4歳以上児   

4歳以上児   

乳  児  』エ上辺  16，500  13，750  出遡  5，490  乳  児  』ム堅坦  16，500  13，750   
設 置  1．2歳児  長迫遜迫  8，790  7，320  5，860  2，920  設 置  1，2歳児  壁⊥旦旦旦  8，790  7，320  5，860  2，920  

161人  3歳児  161人  3歳児  
から  4歳以上児   から  4歳以上児   

170人  乳  児  上皇生』迫  16，180  13，480  主軋迦  5，390  170人  乳  児  144420  16180  13480  10780  5390  
まで  1，2歳児  塾之建  8，470  7，050  5，650  2，820  まで  未設置                                        1，2歳児   

未設置  3歳児  
4歳以上児   4歳以上児   

乳  児  乳  児  
設 置  1，2歳児   設 置  1，2歳児   

3 歳 児  34，320  3，340  2，780  2，220  1，100  3 歳 児  34，320  3，340  
171人  4歳以上児  27，900  2，570  2，140  1，710  850  171人  2，570   
以上  乳  児  出生Lム坦  16，130  13，450  遇  5，370  以上  

乳   児  適宜』迫  16，130  13，450  剋迫  5370  
1，2歳児  ヱ姐迫  8，420  7，020  5，620  2，800  1，2歳児  二迫退塾  8，420  7，020  5，620  2，800  

未設置  未設置  
4歳以上児   4歳以上児   

乳児  

選」邑   
主」呈遺児  

旦  墨壷且  
4孟夏土盟   

4  乳児  
去設置   ユ」呈遺児   

墨壷盟  
4畳込土盟   

－
全
岩
－
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  その保育 のその   がその月初日に  その月初日  基本分  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  ユタl  その月初日  Ⅸ  基本分 女  

所                                            所在す  所在す   月初日の  
おいて設置又は  

る地域  月初日の  おいて設置又は 未熟置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  ．  0  る地域   rl，   未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  
円  円  円  円  円  円  

乳児  

土」呈遺児  

監＿置    墨壷盟  
4盈必土足  

皇  乳且  

走設置  
土」呈遺児  

量産盟  
皇急送土盟   
乳児  

土⊥呈遺児  

盤」監    量産児  
4畳必土盟   

乳児  

去設置  
土⊥呈歳旦  

呈遺児  
旦壷以土盟   

＝  

選」監  土」呈歳旦  

亘  量産盟  
皇歳必土盟   

乳児  

主」呈義兄  

塞設置    旦遺児  
4歳以土児   

乳盟  

設」邑  土」呈義兄  

鮎△．  量産盟  
全量以よ盟．   

乳且  
呈三  土」呈遺児  

塞設置    旦遺児  
全量以土且   

乳児  

土」呈基盟  

王  遥」直    呈歳旦  
4盛夏土盟   

墨  乳児  
韮設置   土」呈逸見   

旦遺児  
4畳以土足   

、－ し′イな ‰L一触や、【  音ごY髄血敷鞠㌢箪モニ‘軸坤恕 虚血虹】▼T   ▲卓㌧ 1．．．．，囁，†Y｝   



改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

その保育     その月初日   （第2欄）  育所の  その保育 のその    その月初日  （第2欄）  

所のその      l上巳   女、  所       ＝亡l三   士ヽ  
る地域  月初日の  おいて又は 未設置（欠員・  の入所凰 の年齢区分  日 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  所在す る地域  月初日の  おいて紋置又は 未設置（欠員・  の入所児皇 の年齢区分  保日 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  区分   定員区分  無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  

乳児  

設」邑   主」呈遺児   

旦  量産盟  

上岨  
皇△5迎  呈歳以土児  

地盤   乳児  

去設置  
土」呈産児  

墨遺児  

4基以土盟   

乳児  

藍」邑   主」呈遺児   

⊥  呈遺児  
生産以よ盟   

土旦旦△  乳盟  
皇至  表立厘   土」呈遺児   

旦遺児  
4孟夏土盟   

乳児  

選」監   土」呈遺児   

旦遺児  

呈量以土児   

乳児  

去炭塵  
土」呈遺児  

呈遺児  
呈盛夏土児   
乳児  

土」之遺児  

出土△  筐＿畳    呈歳旦  
4還送土盟   

乳且  

土」呈畳盟  

重畳置    呈遺児  

4墓以土盟．   
剋盟  

土」呈歳且  

ぷ迫△  羞＿置    豊島児  

4塵以土児   

乳児  

表題底  
土」呈遺児  

量産盟  
全盛．以土盟   

一
三
丁
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  その保育 のの   がその月初日に  その月初日  基杢分  育所の  その保育 のその   がその月初日に  その月初日   

所そ  所       l・力已   女、  

所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  0  ．  0  ○  加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域  月初日の ′≠ナ  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児島 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  円  円  円  円  

乳児  

土」呈遺児  

設」監    呈義兄  
4盛込皇盟  

乳児  

羞設置   エ」呈義兄   

呈遺児  
4盈以土盟   

乳児  

設」邑  
土」呈歳盟  

旦孟児  
生産以土盟   

乳児  

土」呈畳盟  

基盤置    旦盈盟  
4畳込土児   

乳児  

土」呈畠盟  

羞」直    旦歳旦  
全量以上盟   
乳且  

去豊丘  上」呈歳児  

旦遺児  
呈歳以土足   

乳児  

主」呈義兄  

設⊥匿    量産盟  
皇義以上児   
乳児  

土」呈遺児  

玉造置    呈遺児  
皇畳込土盟   

乳且  

土」呈遺児  

毘」邑    呈■遺児  
』ユ人  4畳以土盟   

払土  乳児  

去豊丘  土」呈畳且  

墨壷盟  
4畳以土足   

「  

墓壷嚢藩逓ヤ咄アぺ▼」・牽主義毎議遥靂雛準昼‾七重毛姦稟議鋲ゝγ＿・＿ 錠観¶ナJ▲－  ＿．＿ 1．【㈹L，サYゾ   



改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

その保育 のの    その月初日   （第2欄）  その保育 のその    その月初日    基本分  （第2欄）  

所そ      ．土   女  所      Ⅸ   女  

所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  
所在す る地域  月初日の ′＝婁≡■  おいて居直又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  
区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児  設 置  1，2歳児  

31人  3歳児  31人  3歳児  
から  4歳以上児  亘旦遺墨旦  5，620  4，690  3，750  1，870  から  4歳以上児  屋且且迫  5，620  4，690  3，750  1，870  

40人  乳  児  40人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  

4歳以上児  ∃且旦迎  4，300  3，580  2，860  1，430  4歳以上児  呈乙旦星9  4，300  3，580  2，860  1，430  

乳児  

設」邑  土」呈遺児  

皇  墨壷盟  

i畠胤  
4還送土盟   
匙児  

土」呈遺児  

去設置    呈遺児  

皇盛込土足   

乳  児  上皇ヱ⊥⊇旦9  j且旦主旦  15，760  週退廷  姐坦  乳  児  上皇乙ユニ迫  土星▲旦迎  15，760  一迫1堅迫  亘．呈皇旦  

設 置  1，2歳児  』曳迎  11，390  旦1卓5辿  7．590  3，790  設 置  1，2歳児  』ム迎  11，390  乞』辿  7，590  3，790  

呈上△  3 歳 児  57，630  6，130  5，110  4，090  2，040  坐△  3 歳 児  57，630  6，130  5，110  4，090  2，040  

から  4歳以上児  51，370  5，380  4，490  3，590  1，790  から  4歳以上児  51，370  5，380  4，490  3，590  1，790  

50人  乳  児  主星む呈ヱ旦  」ヱ1旦亘9  14，870  出⊥旦旦9  む聖坦  50人  乳  児  出払且辺  廷⊥旦皇9  14，870  ユユ退坦  皇且姐  

まで  1，2歳児  旦亘ユ迎  10，330  乱立坦  6，880  3，440  まで  1，2歳児  飽  10，330  む巨！迫  6，880  3，440  

未設置  未設置  

4歳以上児  生長坐  4，320  3，600  2，880  1，440  4歳以上児  旦星一旦坦  4，320  3，600  2，880  1，440  

乳  児  上皇主⊥ヱ旦旦  皇且遜坦  15，210  j旦⊥辿  建坦  乳  児  適⊥壁迫  j且L之塑  15，210  上之L迫9  旦』二担  

1，2歳児  … ●●●  10，740  墨止≡迫  7，150  3，570  1，2歳児  j迫皿  10，740  旦且姐  7，150  3，570  
設 置  設 置  

51人  3 歳 児  盟遇  5，480  4，560  3，650  1，820  51人  3 歳 児  亘⊇上皇9  5，480  4，560  3，650  1，820  

から  4歳以上児  堕⊥塑旦  4，730  3，940  3，150  1，570  から  4歳以上児  旦亘⊥旦旦9  4，730  3，940  3，150  l，570  

60人  乳  児  土星室。旦坦  」ヱ長辺  14，470  出遡  皇1ヱ旦旦  60人  乳  児  上塾⊥旦呈立  土Z⊥呈旦9  14，470  立退Z旦  姐迫  

まで  1，2歳児  皇ムヱ迎  9，850  軋之迅  6，560  3，280  まで  
未設置  

1，2歳児  呈上▲ヱ主立  9，850  姐迫  6，560  3，280  

未設置                                                                             3 歳 児  44，7gO  4，590  3，820  3，060  1，530  3 歳 児  44，790  4，590  3，820  3，060  1，530  

4歳以上児  38，530  3，840  3，200  2，560  1，280  4歳以上児  38，530  3，840  3，200  2，560  1，280  

乳  児  適ム堅坦  主L邑！迫  14，820  土L型迫  旦且辿  乳   児  剋迫  皿坦  14，820  出＿追巨史  亘⊥旦；迫  

設 置  1，2歳児  姐  10，280  姐迫  6，840  3，420  1，2歳児  旦巨⊥呈旦立  10，280  過  6．840  3，420  
設 置  

61人  3 歳 児  坐遡  5，020  4，170  3，340  1，670  61人  3 歳 児  盟且迫  5，020  4．170  3，340  1，670  

から  4歳以上児  皇之遇  4，270  3，550  2，840  1，420  から  4歳以上児  皇迎  4，270  3，550  2，840  1，420  

70人  乳  児  土弘▲互邑旦  上乙旦坦  14，190  主上⊥旦亘旦  皇遡  70人  乳  児  土巨上皇姐  土乙旦三迫  14，190  上土⊥三迫史  旦丘辺  

まで  1，2歳児  塑⊥塑旦  9，520  ヱ⊥旦迫  6，340  3，170  まで  1，2歳児  塑一旦迫  9，520  ヱ⊥旦；迫  6，340  3，170  

未設置  未設置  

4歳以上児  並ヱ建  3，510  2，920  2，340  1，170  4歳以上児  三迫ヱ坐  3，510  2，920  2，340  1，170   

1
全
？
 
 
 



改 正 後  改 正 前  
その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

その保育 のの    その月初日  基本分  （第2欄）  その保育 のその    その月初日  基杢分  （第2欄）  

所そ       士、  所  

所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳  児  乳 児  
1，2歳児  1，2歳児  

71人   設 置     3歳児  71人   設 置     3歳児  
から  4歳以上児  退避  3，930  3，270  2，620  1，310  から  4歳以上児  迎遡  3，930  3．270  2，620  1，310  

80人  乳  児  80人  乳  児  
まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   

4歳以上児  33，700  3，260  2，720  2，170  1，080  4歳以上児  33，700  3，260  2，720  2，170  1，080  
乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児  1．2歳児  

81人  3歳児   81人   設 置     3歳児   
3／100  4歳以上児  呈巨⊥旦塾生  3，660  3，050  2，440  1，220  3／100  4歳以上児  三迫且辿  3，660  3，050  2，440  1，220  

地域  乳  児  地域  乳  児  
まで  1，2歳児  まで  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   

4歳以上児  32，070  3，070  2，560  2，040  1，020  4歳以上児  32，070  3，070  2，560  2，040  1，020  

乳  児  乳 児  
設 置  1，2歳児  設 置  

1，2歳児  

91人  3歳児   91人  3歳児   
から  4歳以上児  三迫且迫  3，130  2，610  2，090  1，040  から  4歳以上児  三迫1堅坦  3，130  2，610  2，090  1，040  

100人  乳  児  100人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児  呈邑⊥上皇9  2，600  2，170  1，730  860  4歳以上児  姐  2，600  2，170  1，730  860  

乳  児  土吐逆迫  通達星旦  13，760  裏』建  皇⊥亘旦旦  乳  児  適遇  適．旦迫  13，760  jユー鎚坦  辿迫  

設 置  1．2歳児  旦皇▲旦迫  9，000  乙巨（坦  5，990  2．990  1，2歳児  弘1迎  9，000  乙裏坦  5，990  2，990  

101人  3 歳 児  三江丘：担  3，740  3，110  2，490  1，240  101人   設 置                                                                         3 歳 児  韮遡  3，740  3，110  2，490  1，240  
から  4歳以上児  3ユ止辿  2，990  2，490  1，990  990  から  4歳以上児  起』迫  2，990  Z，490  1，990  990  

110人  乳   児  上皇乙星；迫  適』迎  13，360  週遡  乙丑担  110人  乳   児  上皇迅坦  通過迎  13，360  週遡  互旦呈旦  
まで  1，2歳児  墨脳迫  8，520  ヱ⊥主立塁  5，670  2，830  まで  

未設置  
1，2歳児  j独占≦迫  8，520  ヱ⊥璧坦  5，670  2，830  

3 歳 児  旦⊇⊥巨亘塁  3，260  2，710  2，170  1，080  未設置                                                                           3 歳 児  温色迎  3，260  2，710  2，170  1，080  
4歳以上児  三弦．蚕坦  2，510  2，090  1，670  830  4歳以上児  呈乙旦星空  2，510  2，090  1，670  830  

乳  児  出色墨迫  姐  13，660  ユ且旦迫  迅迫  乳  児  適量⊥土工旦  適遡  13，660  』遡  立退迫  

設 置  
1，2歳児  旦呈遡  8，870  辿  5，910  2，950  1，2歳児  旦旦丘坦  8．870  1旦坦  5，910  2，950  

111人  3 歳 児  36，630  3，610  3，010  2，410  1，200  111人   琴置                                                                         3 歳 児  36，630  3，610  3，010  2，410  1，200  
から  4歳以上児  30，370  2，860  2，390  1，910  950  から  4歳以上児  30，370  2，860  2，390  1，910  950  

120人  乳  児  迎1旦辿  上皇▲皇亘9  13，290  遁遇  辿  120人  乳  児  上皇乙旦≡坦  ま皇ユ皇！担  13，290  ユ且旦塑  む迎  
まで  1，2歳児  二迫遡  8，430  迎  5，610  2，800  まで  1，2歳児  遭遇ヱ旦  8，430  遇  5，610  2，800  

未設置  未設置  
4歳以上児  26，690  2，420  2，020  1，610  800  4歳以上児  26，690  2，420  2，020  1，610  800   

‾】  
千言ま【  
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改正後  
その保  

改 正 前  
水  民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

育所の  その保育  その保日所の長 がその月初日にその月初日基本∠＼  （第2欄）  女  その保育    その月初日   
所在す  所のその         凶 おいて設置又はの入所児童保育単価  （第2柵）  

l立                                  日の 所在す  所のその  がその月初日に おヽき几   基本分 女  る地域  月初日の 定員区分  未設置（欠員・  の年齢区労  ゝ（第1欄）  12．0％10．0％   8．0％  4，0％  
区分  無給）の区分  加算分 加算分   加算分  加算分   だ る地域  月初日の  して玖置又は 未設置（欠員・  の入所児里 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12，0％  100％  80％  40％  

円  
円  

乳 0  

乳 05420  
設 置   1，2歳児  

設 置   
1，2歳児  

121人  3歳児  
121人  3歳児  

から  4歳以上児  
から  4歳主上l  

130人  
130人  

まで   
まで   ⊥．．三三．▲上土と：ヱ    ．ヱ⊥ヱ．三乙上乙  

未設置  3 歳 児  32360  3100  2580  2070  1030  未設置  
4歳以上児  26，100  2．350  1960  1570  780  

4歳以上児   
乳  児  

乳  児  
設 置  

1，2歳児   
設 置  

1，2歳児   
131人  3 歳 児  

131人  
から  

から  
140人  140人  
まで   辿  8，300  腿  5，530  2，760  まで   未設置  1，2歳児  二追1旦！迫  8，300  6910  5530  2，760  

未設置  
1010  

4歳以上児  25，620  2，290  1，910  1，530  760  
2，290   

乳  児  
乳  児  

設 置  
1，2歳児   

設 置  
1，2歳児   

141人  3 歳 児  34390  3350  2  
141人  

から  から  
150人  150人  
まで   

未設置  
こ」ヱ▲．ご上こヒ    ．＝⊥ご．ご．  ，0  2，740  まで   

未設置   
1，2歳児  ヱ姐坦  8250  6870  5490  2，740  

3 歳 児  旦過  2，990  2，490  1，990  990  990                         3 歳 児  む⊥生坐  2，990  
4歳以上児  呈亘1ぶ坦  2，240  1，870  1，490  740  

2，240   
乳  児  

乳  児  
設 置  1，2歳児   1，2歳児   

151人  3 歳 児  34，690  3，380  2810  2250  1120  151人  設 置  
から  から  

160人  160人  
まで   ．＝⊥．＝：上乙ヱ．  まで   1，2歳児  二建．且辿  8，310  6920  5530  2，760  

未設置  未設置             1，010  
4歳以上児  25，670  2，300  1，920  1，530  760  

760  

乳  児  題且ヱ迫  ＿迫』迫  13，410  週ヱ迎  互旦旦9  
乳  児  題迎  16090  13410  10720  5350  

設 置  1，2歳児  旦皇』坦  8，580  乙裏坦  5，710  2，850  
設 置  

1，2歳児  弘』迫   
161人  3 歳 児  34，160  3，320  2760  2210  1100  161人  Ⅸ  
から  

から  
170人  170人  
まで   

未設置  まで   ．＝」二王」上Lヒ：．  

3歳児  未設置  
4歳以上児   
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改 正 後  改 正 前  
民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  

（第2欄）  その保育 のの    その月初日  基本分  （第2欄）  

おいて設置又は  所そ       女，  

その保  その保育 所のその  その保育所の長  その月初日  基本分                               育所の   がその月初日に  所在す る地域  月初日の ′▲・・ナ  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保日単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児  1，2歳児  

3歳児  盈」邑     3歳児  

171人  4歳以上児  27，410  2，510  2，090  1，670  830  171人  4歳以上児  27，410  2，510  2，090  1，670  830  

以上  乳  児  以上  乳 児  
1，2歳児  1，2歳児  

未設置     3歳児   未設置     3歳児   

4歳以上児  2旦遡  2，210  1，840  1，470  730  4歳以上児  迦』竣  2，210  1，840  1，470  730  

乳  児  上皇巨⊥主皇旦  遁丘坦  15，550  12，430  6，210  乳   児  裏道』迫  ．迫丘坦  15，550  1乙430  6，210  

1，2歳児  土旦生ユ迫  11，330  9，450  7．550  3，770  1，2歳児  進也必迫  11，330  9，450  7，550  3，770  

設 置  
設 置  

31人  31人  3 歳 児  堕⊥呈9旦  6，210  5，180  4，130  2，060  

から  4歳以上児  旦星⊥≧！坦  5，480  4，570  3，650  1，820  から  4歳以上児  亘星1呈旦9  5，480  4，570  3，650  1，820  

40人  乳  児  出  土Z遡  14，480  11，580  5，790  40人  乳   児  裏迫ヱ迫  旦ヱ遇  14，480  11．580  5，790  

まで  1，2歳児  姐  10，050  8，380  6，700  3，350  まで  1，2歳児  羞迫』迫  10，050  8，380  6，700  3，350  
未設置  

3 歳 児  47，570  4，930  4，110  3，280  1，640  未設置                                                                           3 歳 児  47，570  4ニ930  4．110  3，280  1，640  
4歳以上児  41，470  4，200  3，500  2，800  1，400  4歳以上児  41，470  4，200  3．500  2，800  1，400  

乳盟  
土」呈遺児  

皇  選」匿    呈遺児  
4盛以土盟   

1岨  乱盟  

去設置   エ」呈畠盟   
呈盛児  
生島以土盟   

乳  児  適且ぶ坦  避止辿  15，350  12，280  6，140  乳  児  適旦上組  呈＆蚕迫  15，350  12，280  6，140  

設 置  1，2歳児  ユ旦星』泣  11，100  9，250  7，400  3，700  1，2歳児  逆上迎  11，100  9，250  7，400  3，700  

皇主△  3 歳 児  姐  5，980  4，980  3，980  1，990  坐△   設 置                                                                         3 歳 児  堕遡  5，980  4，980  3，980  1，990  
から  4歳以上児  弘之坦  5，250  4，370  3，500  1，750  から  4歳以上児  皇弘之坐  5．250  4，370  3，500  1，750  

50人  乳  児  適も旦建  ユ乙皇鎚  14，500  11，590  5，790  50人  乳   児  凪堅泣  土Lむ迫  14，500  11，590  5，790  
まで  1，2歳児  過  10，070  8，400  6，710  3，350  まで  1，2歳児  旦旦▲主星旦  10，070  8，400  6，710  3，350  

未設置  未設置  

4歳以上児  立通辺  4，220  3，520  2，810  1，400  4歳以上児  4ム堕旦  4，220  3，520  2，810  1，400  

乳   児  上皇王道巨旦  jヱ遡  14，820  11，850  5，920  乳  児  土星乙堅迫  旦乙Z旦Q  14，820  11，850  5，920  

設 置  1，2歳児  姐  1仇460  8，720  6，970  3，480  1，2歳児  旦む二日迫  10，460  8，720  6．970  3，480  

51人  3 歳 児  旦主．且坦  5，340  4，450  3，550  1，770  51人   設 置                                                                         3 歳 児  迫必迫  5，340  4，450  3，550  1，7了0  
から  4歳以上児  室生」迫旦  4．610  3，840  3，070  1，530  から  4歳以上児  坐遡  4，610  3，840  3，070  1，530  

60人  乳  児  ユ皇旦ヱ！迎  ．退避  14，100  11，280  5，640  60人  乳  児  上宝迫追辿  主む彗星旦  14，100  11，280  5，640  
まで  1，2歳児  堕丘辺  9，600  8，000  6，400  3，200  まで  1，2歳児  坦丘坦  9，600  8，000  6，400  3，200  

未設置  未設置  
4歳以上児  三江迎  3，750  3，120  2，500  1，250  4歳以上児  三江ユ∈迫  3，750  3，120  2，500  1，250   

F・  
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改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  
＝と亡  その保育    その月初日   （第2欄）  その保女    その月初日  基本分  （第2欄）  

．土ニ   女、                             日の  所のその  の日  ；′■し  の  

所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児島 の年齢区分  保R単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  
加算分  加算分  加算分  加算分  

所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  
区分   無給）の区分  区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  
乳  児  乳  児  

設 置  
1，2歳児  設 置  1，2歳児  

61人  3 歳 児  47，260  4，890  4，080  3，250  1，620  61人  3 歳 児  47，260  4，890  4，070  3，250  1，620  
から  4歳以上児  41，160  4，160  3，470  2．770  1，380  から  4歳以上児  41，160  4，160  3，460  2，770  1，380  

70人  乳  児  70人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  1，2歳児   
3 歳 児  41，130  4，150  3，460  2，760  1，380  未設置  
4歳以上児  35，030  3，420  2，850  2，280  1，140  4歳以上児  35，030  3，420  2，850  2，280  1，140  
乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児   設 置  1，2歳児   

71人  3 歳 児  44，500  4，560  3，800  3，030  1，510  71人  3 歳 児  44，500  4，560  3，800  3，030  1，510  
から  4歳以上児  38，400  3，830  3，190  2，550  1，270  から  4歳以上児  38，400  3，830  3，190  2，550  1，270  

80人  乳  児  80人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  1，2歳児   
3 歳 児  避止坐  3，910  3，260  2，600  1，300  未設置  
4歳以上児  j迫』坐  3，180  2，650  2，120  1．060  4歳以上児  迫迫迎  3，180  2，650  2，120  1，060  
乳 児  乳 児  

設 置  1，2歳児  1，2歳児  

81人  3歳児  81人  設 置    3歳児  
その他  その他  4歳以上児   
地域  乳  児  地域  乳  児  

まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児  迫止迎  2．990  2，490  1，990  990  4歳以上児  旦L生±担  2，990  2，490  1，990  990  

乳  児  乳  児  
設 置  1，2歳児   設 置  1，2歳児   

91人  3 歳 児  38，080  3，790  3，160  乙520  1，260  91人  3 歳 児  38，080  3，790  3，160  2，520  1，260  
から  4歳以上児  31，980  3，060  2，550  2，040  1，020  から  4歳以上児  31，980  3，060  2，550  2，040  1，020  

100人  乳  児  100人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  

未設置  1，2歳児   
未設置  3 歳 児  33，790  3，270  2，730  乙170  1，080  

4歳以上児  27，690  2，540  2，120  1，690  840  4歳以上児  27，690  2，540  2，120  1，690  840  
乳  児  ユ皇呈⊥芸迫  上皇▲土旦墾  13，410  10，720  5，360  乳  児  土≦且丑迫  土色旦旦旦  13．410  10，720  5，360  

設 置  1，2歳児  墨乙ヱ呈旦  8，770  7，310  5，840  2，920  設 置  1，2歳児  旦星⊥旦！迫  8，770  7，310  5，840  2，920  
101人  3 歳 児  旦巨▲旦迫  3，650  3，040  2，420  1，210  101人  3 歳 児  墨旦L塑辿  3，650  3，040  2，420  1，210  
から  4歳以上児  辿  2，920  2，430  1，940  970  から  4歳以上児  迎遜迫  2，920  2，430  1，94b  970  

110人  乳  児  主題旦  通過迎  13，020  10，410  5，200  110人  乳  児  上皇皇⊥墜坦  避止迎  13，020  10，410  5，200  
まで  1，2歳児  ヱ旦1旦辺  8，300  6，920  5，530  2，760  まで  

未設置  
1，2歳児  ヱ旦．ヱ旦9  8，300  6，920  5．530  2，760  

3 歳 児  避止迫  3，180  2，650  2，110  1．050  未設置                                                                           3 歳 児  過  3，180  2，650  2，110  1，050  
4歳以上児  姐  2，450  2，040  1，630  810  4歳以上児  呈旦』迫   

－
竺
．
T
 
 
 



改 正 後  改 正 前  
その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  
育所の  育所の  その保育 所のその   がその月初日に  
所在す   ゝ壬rレ  の月日  Ⅸ  

おいて 
区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  所在す る地域  月初日の  おいて売文置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  ．  0  0  ○  0  加算分  加算分  力嘩分  加算分  

円  円  
乳  児    上皇⊇ユ迎  乳  児    と迫且型  

設 置  1，2歳児  鮎ヱ‘坦  8，650  7，210  5，760  2，880  1，2歳児  旦過  8，640  7，210  5，760  2，880  
111人  3 歳 児  避退！迫  3，530  2，940  2，340  1，170  111人   設 置  
から  4歳以上児  姐  2，800  2，330  1，860  930  から  4歳以上児  29790  2790  2330  1860  930  

120人  乳   児  遁出剋  上皇⊥亘亘旦  12，950  10，360  5，180  120人  乳  児   
まで  

未設置  
1，2歳児  壁止辿  8，220  6，850  5，480  2，740  まで  1，2歳児  遥⊥主上旦  8，220  6．850  5，480  2，740  
3 歳 児  32，320  3，100  2，580  2，060  1，030  未設置  
4歳以上児  26，220  2，370  1，970  1，580  790  4歳以上児  26，220  2，370  1970  1580  790  
乳  児  乳  児  

設 置  
1，2歳児   1，2歳児   

121人  3 歳 児  姐  3，420  2，850  2，270  1，130  121人   設 置  
から  4歳以上児  避退坦  2，690  2，240  1，790  890  から  4歳以上児  2＆皇坐  2，690  2，240  1790  890  

130人  乳  児  130人  乳 児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児  25，640  2，300  1，910  1，530  760  4歳以上児  25，640  2，300  1，910  1，530  760  
乳 児  乳  児  
1，2歳児   設 置  1，2歳児   

131人   設 置  131人  3．歳 児  34，340  3，340  2，780  2，220  1，110  
から  4歳以上児  28，240  2，610  2，170  1，740  870  から  4歳以上児  28，240  2，610  2，170  1，740  870  

140人  乳  児  140人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児  呈塁上室坦  2，240  1，870  1，490  740  4歳以上児  三迫上辺  2，240  1，870  1，490  740  
乳  児  乳  児  

設 置  1，2歳児   
設 置  

1，2歳児   

141人  3 歳 児  蓑ヱ迫  3，260  2，720  2，170  1，080  141人  3 歳 児  蓑⊥Z旦壁  3，260  2，720  2，170  1，080  
から  4歳以上児  辿  2，530  2，110  1，690  840  から  4歳以上児  韮退塾  2，530  2，110  1，690  840  

150人  乳  児  150人  乳  児  
まで  1，2歳児   まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児  24，750  2，190  1，820  1，460  730  4歳以上児  24，740  2，190  1，820  1，460  730  
乳  児  一●；■●  適⊥ぷ泣  13，120  10，490  5，240  乳  児  迅旦退塾  遵ヱ坐  13，120  10，490  5，240  

設 置  1，2歳児  ヱ皇道迎  8，420  7，020  5，610  2，800  設 置  1，2歳児  狙且姐  8，420  7，020  5，610  2，800  
15ユ人  3 歳 児  34，020  3，300  2．750  2，190  1，090  151人  3 歳 児  34，020  3，300  2，750  2，190  1，090  
から  4歳以上児  27，920  2，570  2，140  1，710  850  から  4歳以上児  27，920  2，570  2，140  1，710  850  

160人  乳  児  遇1主堕  適。旦迫  12，850  10，280  5，140  160人  乳  児  遇」上担  j且L皇呈旦  12，850  10，280  5．140  
まで  1，2歳児  ヱZ上皇9  8，100  6，750  5，400  2，700  まで  

未設置  1，2歳児  立上迎  8，100  6，750  5，400  2，700  
3 歳 児  31，340  2，980  2，480  1，980  990  未設‘置                                                                           3 歳 児  31，340  2．980  2，480  1，980  990  
4歳以上児  25，240  2，250  1，870  1，500  750  4歳以上児  25，240  2，250  1，870  1，500  750   

声】  
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改 正 後  
その保  

改 正 前  
その保育所の長  その保  その保育所の長  

育所の  育所の  その保育 所のその   がその月初日に   
所在す   三・／t  の日  Ⅸ   ゴて、  

る地域  

おいて 刀      迅  区分   定員区分   加算刀  加算分  加算刀  加算分  

円  円  
上皇▲堅坦  乳  児    週旦遡  

設 置   
8，360  6，970  5，570  2，780  1，2歳児  二迫1之旦旦  8，360  6，970  5，570  2，780  

161人  3，240  2，700  2，150  1，070  161人   設 置  
から  2，510  2，090  1，670  830  から  4歳以上児  27400  2510  2090  1670  830  

170人  乳  児  土星王道塑  j丘遡  12，820  10，250  5，120  170人  乳  児  137770  15370  12820  10250  5120  
まで  1，2歳児  剋迫  8，050  6，720  5，370  2，680  まで  1，2歳児   

未設置  未設置  
4歳以上児  ン；；●  2，200  1，840  1，470  730  4歳以上児  24870  2200  1840  1470  730  
乳   児  遇適j迫  適遡  13，020  10，410  5，200  乳  児   

設 置  
1，2歳児  ヱ旦1旦呈旦  8，300  6，920  5，530  2，760  

3 歳 児  33，020  3，180  2，650  2，110  1．050  

171人  4歳以上児  26，920  2，450  2，040  1，630  810  

以上  乳  児  土星L裏迫  。迫遥迎  12，780  10，220  5，110  
1，2歳児  ヱ姐坦  8，010  6，680  5，340  2，670  

未設置  

4歳以上児  塾長坐  2，160  1，800  1，440  720  171人 以上  設 置  
ム
ー
？
 
 
 



改 正 後   改 正 前   

2（略）  2保育単価に加える加算額  
その保育所の保育単価は、前項の定めにかかわらず、保育単価表による  

保育単価に次の（1）から（10）までによる額を加算した額とすること。  

（1）（略）  （1）児童用採暖費加算  
すべての保育所について、児童用採暖費として次の表に掲げる額を  

加算すること。ただし、その支弁のできる期間は、10月分から翌年3月  
分までに限ること。  
次の表の「旧5級地から旧2級地」までの級地区分は、一般職の職員  

の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136  
号）の施行（平成16年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関  
する法律第1粂に定める地域とし、「その他の地域」は、旧5級地から  
旧2級地までの地域以外の地域とすること。  

児童用採暖費加算額表  

旧5級地 1，130円  
旧4級地 
旧3級地 
旧2級地 

級地区分加算額  960円 590円 380円 その他の地域190円  

（2）（略）  （2）寒冷地加算  
寒冷地手当の支給地域に所在する保育所については、次の表に掲  

げる額を加算すること。  
次の表の「支給地域の区分」は、国家公務員の寒冷地手当に関する  

法律（昭和24年法律第200号）第1粂第1号及び第2号に定める地域と  

すること。   

、ヽ  
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改 正 後  改 正 前   

寒 冷 地 加 算 額 表  寒 冷 地 加 算 額 蓑  

その促音所の  その保育所の  その帳育所のその月初日の定員区分  

支給   長がその月初 日において股  その月初 日の入所  1L△  51人  61人  了1人  81人  91人  1Dl人  111人  121人  131人  l▲11人  151人  161人  支給  虫A  ±岨A  日において股   

（欠員・無給）   域  
の区分  まで   の区分  呈三  

円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  円  用  円  円  巴  

乳   児  乳   児     乙A型   

設 置   
3歳児  3株児  

4餞以上児   4醜以上児   

ヰ帯地  4緑地   

乳   児  1，640  1．660  1．620  l．590  l．570  1，500  l．490  l．480  1．180  l．470  1，470  l．460  1．460  1，46（l  1，450  乳   児  1．840  1▲建  1．660  1，620  1．590  1．570  1，500  l．490  l．480  1，480  l．470  1．4TO  1．460  1．460  1．460  1．婿0  

1．2最児  9：10  950  910  880  8モIO  了90  780  7了0  770  了60  760  75（】  750  750  了40  740                                         1、2歳児  930  皇旦9  950  910  880  860  了90  780  770  770  760  760  750  丁50  750  

未設せ  未設鷹  
3競児  3綾児  

4微以上児   4象以上児   

一
念
丁
 
 
 



改 正 後  改 正 前  

（3）単身赴任手当加算   

（略）   

（4）事務用採暖費の加算   

（略）   

（5）除雪費加算  

豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項   

の規定に基づく地域に所在する保育所については、保育所の建   
物、工作物等の除雪及び雪囲いを行うに要する費用として除雪費   
良旦辺円を2月分の保育単価に加算すること。   

（6）降灰除去費加算  

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）の規定に基づ   

く降灰防除地域に所在する保育所については、火山の爆発による   
保育所の建物、工作物、敷地等の降灰除去を行うために要する費   
用として1施設当たり降灰除去費139．3∽円を2月分の保育単価に   
加算すること。  

（7）入所児童（者）処遇特別加算費の加算   

（略）  

（3）単身赴任手当加算  

別に定めるところにより、単身赴任手当加算費を必要とするものと   
認定された場合の保育単価を加算すること。  

（4）事務用採暖費の加算  

北海道に所在する保育所については、事務用採暖費として120円   
を加算すること。  

（5）除雪費加算  

豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項   

の規定に基づく地域に所在する保育所については、保育所の建   
物、工作物等の除雪及び雪囲いを行うに要する費用として除雪費   
包旦迫円を2月分の保育単価に加算すること。   

（6）降灰除去費加算  

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）の規定に基づ   

く降灰防除地域に所在する保育所については、火山の爆発による   
保育所の建物、工作物、敷地等の降灰除去を行うために要する費   
用として1施設当たり降灰除去費138JOO円を2月分の保育単価に   

加算すること。  

（7）入所児童（者）処遇特別加算費の加算   

別に定めるところにより、入所児童（者）処遇特別加算費を必要と   
するものと認定された場合の認定額を加算すること。   

（8）施設機能強化推進費の加算  

別に定めるところにより、施設機能強化推進費を必要とするものと   
認定された場合の認定額を加算すること。   

（9）保育所事務職貞雇上費の加算   

別に定めるところにより、事務職員雇上費を必要とするものと認定   
された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。  

鴇  

（8）施設機能強化推進費の加算   

（略）  

（9）保育所事務職員雇上費の加算   

（略）  

t， 、L＝ 
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改 正 後   改 正 前   

事務職員雇上費加算単価表   事務職員雇上着加算単価表   

基本分  民間施設給与等改善費カロ算額（第2榊）   基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2欄）   

区分   ・   区分   加算額12．0％10．0％  8．0％  4．0％  

（第1欄）加算分 加算分 加算分 加算分   
円  円  円  円   円  円  円  円   

～ 40 人  1，150  130  110  90  40   ～ 40 人  1，150  130  110  90  40   

弘 人～ 50 人  920  110  90  70  30   皇1△二二 坐 △  ⊥旦迫  蓑坦  土旦9  塾  生9   

51人 一－ 60 人  760  90  70  60  30   坐 人～ 50 人  920  110  90  70  30   

61人 ～ 70 人  650  70  60  50  20   51人 ～ 60 人  760  90  70  60  30   

71人 ～ 80 人  570  60  50  40  20   61人 ～ 70 人  650  70  60  50  20   

81人 ～ 90 人  510  60  50  40  20   71人 ～ 80 人  570  60  50  40  20   

91人 ～100 人  460  50  40  30  10   81人 ～ 90 人  510  60  50  40  20   

101人 ～110 人  410  50  40  30  10   91人 ～100 人  460  50  40  30  10   

111人 ～120 人  380  40  30  30  10   101人 ～110 人  410  50  40  30  10   

121人 ～130 人  350  40  30  20  10   111人 ～120 人  380  40  30  30  10   

131人 ～140 人  320  30  30  20  10   121人 ～130 人  350  40  30  20  10   

141人 へ′150 人  300  30  30  20  10   131人 ～140 人  320  30  30  20  10   

151人 ～160 人  280  30  20  20  10   141人 一「・・150 人  300  30  30  20  10   

161人 ～170 人  270  30  20  20  10   151人 ～160 人  280  30  20  20  10   

171人′、－   250  30  20  20 10  161人～170人  270  30  20  20 10  

171人～   250  30  20  20 10  

（10）主任保育士の専任加算  （10）主任保育士の専任加算   

別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと   別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと   
認定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   認定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   

主任保育士の専任加算単価表   主任保育士の専任加算単価表   

基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2柵）   基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2欄）   

区分   ■   区分   加算額12．0％10．0％  8．0％  4．0％  

（第1柵）加算分 加算分 加算分 加算分   
円  円  円  円   円  円  円  円   

～ 40 人  6，080  ぷ担  600  480  240   － 40 人  6，080  ヱ迎  600  480  240   

全土 人～ 50 人  4，860  580  480  380  190   呈上 △二 皇室 △  亘▲旦！迎  旦皇旦  亘坐  生迫  塑旦   
51人 ～ 60 人  4，050  480  400  320  160   坐 人 ～ 50 人  4，860  580  480  380  190   

61人～ 70 人  3，470  410  340  270  130   51人 ～ 60 人  4，050  480  400  320  160   

71人～ 80 人  3，040  360  300  240  120   61人 ～ 70 人  3，470  410  340  270  130   

81人 ～ 90 人  2，700  320  270  210  100   71人 ～ 80 人  3，040  360  300  240  120   

91人 ～100 人  2，430  290  240  190  90   81人 ～ 90 人  2，700  320  270  210  100   

101人 ～110 人  2，210  260  220  170  80   91人 ～100 人  2，430  290  240  190  90   

111人 ～120 人  2，020  240  200  160  80   101人 ～110 人  2，210  260  220  170  80   

121人 ～130 人  1，870  220  180  140  70   111人 ～120 人  2，020  240  200  160  80   

131人 ～140 人  1，730  200  170  130  60   121人～130 人  1，870  220  180  140  70   

141人～150 人  1，620  190  160  120  60   131人～140 人  1，730  200  170  130  60   

151人 ～160 人  1，520  180  150  120  60   141人 ～150 人  1，620  190  160  120  60   

161人 ～170 人  1，430  170  140  110  50   151人 ～160 人  1．520  180  150  120  60   

171人 ～  1，350  160  130  100  50   161人～170人  1，430  170  140  110   50  

171人～   1，350  160  130  100   50   

－
怠
？
 
 
 



改正前  
3 保育単価の特例   

都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、保育所の運営につ   
いて、特別の事由があるため1及び2による保育単価によることが適当でない   
と認められるときは、厚生労働大臣の承認を得て別に定める保育単価による   
ことができること。   

4 支弁額の算式及び支弁義務   
市町村は、法第51粂第4号の規定により各月その保育所に対し、次の算式   

によって算定した額の合計額をその月の支弁額として支弁しなければならな   
いこと。   
ただし、私立認定保育所については、次の算式によって計算した額の合計   

額から就学前保育等推進法第13粂第2項の規定により読み替えられた法第   
51粂第4号に規定する保育料額を控除した額をその月の支弁額としてし支弁   
しなければならないこと。   
なお、算定に用いる入所児童の数は、別に定める場合を除き、その保育所   

の定員をこえないものとすること。  

3（略）  

4（略）  

算式1（各月初日の入所児童の場合）  

乳児保育単価×その月初日の乳児入所児童数  

1～2歳児保育単価×その月初日の1～2歳児入所児童数  
3歳児保育単価  ×その月初日の3歳児入所児童数  
4歳以上児保育単佃×その月初日の4歳以上児入所児童数  

算式2（月途中入所児童の場合）  

乳児保育単価  ×その月の月途中入所日からの開所日数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

1～2歳児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

3歳児保育単価  ×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

4歳以上児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式1（略）  

算式2（略）  
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改 正 前  

算式3（月途中退所児童の場合）  

乳児保育単価  ×その月の月途中退所日の前日までの開所目数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

1～2歳児保育単価×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

3歳児保育単価  ×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

4歳以上児保育単佃×その月の月途中退所日の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式3（略）  

第4徴収金（保育料）基準額  

1基準額の算定方法  

その年度における徴収金（保育料）基準額は、その地方公共団体における  
各月初日の入所児童について、児童単位に、次の表の各月初日のその入所  
児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定める基準額  
と月途中入退所に係る入所児童の次により算定した額の年間の合算額とする  
こと。  
算式1（月途中入所児童の場合）  

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区  
分によって定まる基準額×その月の月途中入所日からの開所日数（25日  
を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式2（月途中退所児童の場合）  

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区  
分によって定まる基準額×その月の月途中退所目の前日までの開所日  
数（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。   

第4徴収金（保育料）基準額  
1（略）  

算式1（略）  

算式2（略）  



改 正 後  改 正 前   

保育所徴収金（保育料）基準額表  保育所徴収金（保育料）基準額表 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収金（保育料）基準額（月額）  各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収金（保育料）基準額（月額）  

階層区分   定義  3歳未満児の場合  3歳以上児の場合  階層区分   定義  3歳未満児の場合  3歳以上児の場合  

生活保護法による被保護世帯（単給世帯  生活保護法による被保護世帯（単給世帯  

を含む）及び中国残留邦人等の円滑な帰  
0円   0円  

を含む）及び中国残留邦人等の円滑な帰  
第1階層    国の促進及び永住帰国後の自立の支援  第1階層    国の促進及び永住帰国後の自立の支援  0円   0円  

に関する法律による支援給付受給世帯  に関する法律による支援給付受給世帯  

第1階層及び第  第1階層及び第 4 

第2階層   4～第墨階層を  9，000円   6，000円  第2階層   ～第ヱ階層を  9，000円   6，000円  

除き、前年度分  除き、前年度分  
の市町村民税の  の市町村民税の  
額の区分が次の   額の区分が次の  
区分に該当する  19，500円   16，500円  

市町村民税課税  区分に該当する 世帯   19，500円   16，500円  

世帯   

第4階層   40，000円未満   
27，000円  

第4階層   40，000円未満   
27，000円  

30，000円  
（保育単価限度）  

30，000円  
（保育単価限度）  

第5階層  
40，000円以上  41，500円  

第1階層を除き、  
40，000円以上  

前年分の所得税 で 
41，500円  

第1階層を除き、  
103，000円未満   44，500円  

（保育単価限度）  課税世帯あっ  
44，500円  

（保育単価限度）  

前年分の所得税  て、その所得税  

課税世帯であっ て 58，000円  
の額の区分が次  

、その所得税 ののが  
103，000円以上  

の区分に該当す る世帯  
58，000円  

額区分次  
61，000円  

（保育単価限度）  
61，000円  

（保育単価限度）  

の区分に該当す  
る世帯  

第7階層  
413，000円以上  80，000円  77，000円  

第7階層  413，000円以上   
80，000円  77，000円  

734．000円未満  （保育単価限度）   （保育単価限度）  （保育単価限度）   （保育単価限度）  

羞旦瞳厘  734．000円以上   
製塩』迫巴  週旦』∫迫巴  
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1 この表の第3階層における地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項   
第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附   
則第5粂第3項及び第5粂の4第6項の規定は適用しないものとする。  

また、この表の第4階層～第宣階層における「所得税の額」とは、所得税法  
（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害   
被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175   
号）の規定によって計算された所得税の額をいう。   
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

1この表の第3階層における地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項   
第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附   
則第5条第3項及び第5粂の4第6項の規定は適用しないものとする。  

また、この表の第4階層～第ヱ階層における「所得税の額」とは、所得税法  
（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害   
被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175   
号）の規定によって計算された所得税の額をいう。   
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

（1）（略）  （1）所得税法第78条第1項、第2項第1号、第2号（地方税法第314条の7第1項   
第2号に規定する寄付金に限る。）、第3号（地方税法第314粂の7第1項第2   
号に規定する寄付金に限る。）、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び   

第3項  

（2）租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3   
の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項  

（2）租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3  
の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第  
呈墓、第41粂の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項   

（3）（略）   

2 （略）  

（3）租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第  
12条  

2この表の「保育単価」とは、乳児、1～2歳児、3歳児及び4歳以上児の保育単   
価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童（者）   
処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した   
額をいう。  

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定さ   
れた場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金（保   
育料）基準額とする。  

（1）「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第17  
条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養して  
いるものの世帯。  

（2）「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。  

①身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障害  
者手帳の交付を受けた者。  

②療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定める  
療育手帳の交付を受けた者。  

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  
第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。  

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に  
定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律  
第141号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。   

3 （略）  

（1）（略）  

（2）（略）   

（D（略）  

②（略）  

③（略）  

④（略）  



改 正 後  改 正 前  

（3）（略）  （3）「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25年法律   
第144号）に定める要保護者等特に困窮していると市   
町村の長が認めた世帯。  

階層区分3合  
第2階層 0円 o円  

第3階層 18，500円 15，500円  

4第2階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前  4第2階層から第三階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前  
児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通  児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通  
園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治  園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治  
療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次  療施設通所部に入所 
表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際にはこ第2欄により計算し  表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算し  
て得た額をその児童の徴収金（保育料）の額とする。  て得た額をその児童の徴収金（保育料）の額とする。  
ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層  ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場・合の第2階層から第3階層  

の第2欄については、3に掲げる徴収金（保育料）基準額により計算して得た  の第2欄については、3に掲げる徴収金（保育料）基準額により計算して得た  

額とする。  額とする。  

第1欄 第2欄  

（略）  ア上記4に掲げる施設を利用している就学前児徴収金（保育  
童（該当する児童が2人以上の場合は、そのう料）基準額表  
ち最年長のもの1人とする。） に定める額  

イ上記4に掲げる施設を利用しているア以外の徴収金（保育  
就学前児童（苫亥当する児童が2人以上の場合料）基準額表  

は、そのうち最年長のもの1人とする。） ×0．5  

ウ上記4に掲げる施設を利用している上記以外0円  
の就学前児童  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

2（略）  2徴収金（保育料）基準額の特例  
その市町村の全地域又は相当地域にわたる災害等の特別な理由により1による基  

準額により難いときは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の申請  
に基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができること。   
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『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」通知の施行について』の一部改正新旧対照表（案）   

○『「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金」通知の施行について』（昭和51年4月16日厚生省発児第59号の5）厚生省児童家庭局長通知  

改 正 後  改 正 前  

第1 保育単価及び支弁額について  
1 保育単価について   

保育単価の構成は、地域差を旦区分、定員規模別を遵区分、年齢別を   
乳児、1～2歳児、3歳児及び4歳以上児の4区分とし、この額（基   
本分保育単価）にすべての保育所について児童用採暖費加算額、民間   
施設給与等改善費、除雪費、寒冷地手当の支給地域に所在する保育所   

にあっては、寒冷地加算、北海道に所在する保育所にあっては事務用   

採暖費加算額、単身赴任手当加算費が承認された保育所にあっては単   
身赴任手当加算費、施設機能強化推進費が承認された保育所にあって   
は施設機能強化推進費、特別保育事業等を実施する保育所にあっては   
事務職員雇上費の加算及び主任保育士の専任加算がそれぞれ行われ、   
また、これらによる年齢別保育単価に各月初日の年齢別入所児童数を   
乗じて得た額と、月途中入退所がある場合にはその入所児童数を乗じ   
た合算額（私立認定保育所（就学前の子どもに関する教育、保育等の   

総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第10条第1   
項第5号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。）にあっては、   

同法第13条第2項の規定により読み替えられた児童福祉法（昭和22年   
法律第164号。以下「法」という。）第51条第4号に規定する保育料額   
を控除した額とする。）によって、その月の支弁額の算定が行われる   

ものであること。   

児童用採暖費加算額又は寒冷地加算額の加算については、その保育   
所の所在する地域が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正   
する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成16年10月28日）前の   
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条に定める地域により、そ   
の適用すべき加算額を異にするのでその該当級地等を確認のうえ、あ   
らかじめ関係市町村及び保育所に連絡しておかれたいこと。   

年齢別保育単価に含まれている職員構成は、所長のほか、保育士に   
ついては乳児3人につき1人、1～2歳児6人につき1人、3歳児20   
人につき1人、4歳以上児30人につき1人（ただし、定員90人以下の   
施設においては、この定数のほか1人加算）並びに調理員等について   

は2人（定員坐人以下の保育所においては1人、定員151人以上の保   
育所においては3人）とされているのでこれを充足すること。   

なお、前記のほか非常勤の保育士が配置されていること。  

第1 保育単価及び支弁額について  
1 保育単価について   

保育単価の構成は、地域差を週区分、定員規模別を堕区分、年齢別   
を乳児、1～2歳児、3歳児及び4歳以上児の4区分とし、この額（基   
本分保育単価）にすべての保育所について児童用採暖費加算額、民間   
施設給与等改善費、除雪費、寒冷地手当の支給地域に所在する保育所   

にあっては、寒冷地加算、北海道に所在する保育所にあっては事務用   

採暖費加算額、単身赴任手当加算費が承認された保育所にあっては単   
身赴任手当加算費、施設機能強化推進費が承認された保育所にあって   
は施設機能強化推進費、特別保育事業等を実施する保育所にあっては   
事務職員雇上費の加算及び主任保育士の専任加算がそれぞれ行われ、   

また、これらによる年齢別保育単価に各月初日の年齢別入所児童数を   
乗じて得た額と、月途中入退所がある場合にはその入所児童数を乗じ   
た合算額（私立認定保育所（就学前の子どもに関する教育、保育等の   

総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第10条第1   
項第5号に規定する私立認定保育所をいう。以下同じ。）にあっては、   

同法第13条第2項の規定により読み替えられた児童福祉法（昭和22年   
法律第164号。以下「法」という。）第51条第4号に規定する保育料額   
を控除した額とする。）によって、その月の支弁額の算定が行われる   

ものであること。   

児童用採暖費加算額又は寒冷地加算額の加算については、その保育   
所の所在する地域が一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正   
する法律（平成16年法律第136号）の施行（平成16年10月28日）前の   
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条に定める地域により、そ   
の適用すべき加算額を異にするのでその該当級地等を確認のうえ、あ   
らかじめ関係市町村及び保育所に連絡しておかれたいこと。   

年齢別保育単価に含まれている職員構成は、所長のほか、保育士に   
ついては乳児3人につき1人、1～2歳児6人につき1人、3歳児20   
人につき1人、4歳以上児30人につき1人（ただし、定員90人以下の   
施設においては、この定数のほか1人加算）並びに調理員等について   
は2人（定員墾人以下の保育所においては1人、定員151人以上の保   

育所においては3人）とされているのでこれを充足すること。   

なお、前記のほか非常勤の保育士が配置されていること。  

（
塘
聾
N
N
）
 
 
 



改 正 前  改 正 後  

2 所長の設置又は未設置の認定について  
（1）保育単価については、その保育所の長が各月の初日において欠   
員又は無給であるときは、その人件費を控除した未設置の保育単価   
が適用されるが、この設置又は未設置であるかどうかの認定は、そ   
の保育所を管轄する都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市   
長が行うこととし、おおむね次の基準によられたいこと。   
ア その所長が児童福祉事業に2年以上従事した者又はこれと同等   
以上の能力を有すると認められる者で、常時実際にその保育所の運   
営管理の業務に専従し、かつ有給のものである場合に限り、設置の   
単価を通用すること。   

イ したがって私立保育所において、2以上の施設若しくは他の事   
業と兼務し、保育所長としての職務を行っていないものは欠員とみ   
なして未設置の単価を適用すること。  

（2）保育所長の欠員補充に伴い新たに所長設置の保育単価を適用す   
るにあたっては、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長   
は、その保育所の設置者からその旨の申請（保育所名、所長設置の   
保育単価の適用年月日、所長となる者の氏名、年齢、児童福祉事業   
に従事した期間、給与等を記載した履歴書等）を徴し、前記（1）の基   
準に適合しているときは所長設置の保育単価の適用の決定を行い、   
欠員補充された日の属する月の翌月（月初日に欠員補充された場合   
はその月）から所長設置の保育単価の適用承認を行うこととする。   
都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、所長設置の保   

育単価が適用されている保育所については、申請又は指導監査等を   
通じてその状況を把握し、（1）の基準に適合しなくなった場合には、  
（1）の基準に適合しなくなった日の属する月の翌月（月初日に（1）に   

適用しなく・なった場合はその月）から未設置の単価の適用を行うこ   

ととする。   

3 民間施設給与等改善費の承認等について   
交付要綱に定める民間施設給与等改善費（以下「民改費」という。）  

の加算額の承認等は、その保育所を管轄する都道府県知事又は指定都  
市若しくは中核市の市長が行うこととし、その基準及び事務処理は次  
によられたいこと。  

（1）交付要綱に定める民改費の加算率の適用は、職員1人当り平均   
勤続年数を基礎として次表によるものとすること。  

2 所長の設置又は未設置の認定について  

（略）  

噂  

3 民間施設給与等改善費の承認等について   
交付要綱に定める民間施設給与等改善費（以下「民改費」という。）  

の加算額の承認等は、その保育所を管轄する都道府県知事又は指定都  
市若しくは中核市の市長が行うこととし、その基準及び事務処理は次  

によられたいこと。  

（1）（略）  

鈍  
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改 正 後   改 正 前   

内 訳 
加算率の区分職員一人当たりの平均勤続年数人件費管理費  

加算分加算分  
12％加算分10年以上 10％．2％  
10％加算分 7年以上10年未満 8％ 2％  
8％加算分 4年以上7年未満 6％ 2％  
4％加算分 4年未満 2％ 2％  

（ア）算定の対象となる職員は、その保育所に勤務するすべての常勤  

職員（嘱託職員等の非常勤職員を除く。）とすること。  

（イ）個々の職員の勤続年数の算定に当たっては、現に勤務する保育  
所における勤続年数、当該職員のその他の社会福祉施設（現に勤務  
する施設以外の施設であって、社会福祉法第2条に定める施設のう  
ち、保護施設、老人福祉施設（軽費老人ホーム、養護老人ホーム及  
び特別養護老人ホームに限る）、婦人保護施設、児童福祉施設（児  
童厚生施設及び児童家庭支援センターを除く。）、障害者支援施設、  

障害福祉サービス事業（施設 
業所、障害者自立支援法附則によりなお従前の例により運営できる  
こととされた身体障害者更生援護施設及び知的障害者援護施設、盲  
人ホーム、視聴覚障害者情報提供施設並びに福祉ホーム）における  
通算勤続年数、児童福祉法第12条の4に定める施設における勤続年  
数及び「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推  
進に関する法律」に定める認定こども園における勤続年数を合算す  
るものとする。  

（ウ）その保育所の職員1人当り平均勤続年数は 
全職員の合算総勤続年数を算定の基礎となった職員数により除して  
得た年琴（6月以上の端数は1年とし、6月未満の端数は切り捨て  
ること。）をいうこと。  

（干）前記職員1人当り平均勤続年数の算定は、当該年度の4月1日  
現在において行い、その年度の途中においてその職員の異動があっ  
ても適用の変更は行わないものであること。  

（2）（略）   （2）入所児童の処遇等に不適切な事由が認められ、改善措置が講じ  
られない場合は、改善措置が講じられるまでの間で貴職が必要と認  

める期間、民改費の管理費加算分若しくは人件費加算分又はその両  

者を減ずるものであること。ただし、遡及適用は行わないこと。   

1
念
丁
 
 
 



改 正 前  改 正 後  

（3）「保育所運営費の経理等についてJ（平成12年3月30日児発第29   
9号児童家庭局長通知）の5の（2）の結果、「1 運営費の使途範囲」   

から「4 運営費及び保育料の管理・運用」までに定める以外の支   
出が行われていた場合には、4月分から翌年3月分までの間、民改   
費全額について加算を停止するものとすること。  

（4）また、加算を停止した施設であっても、「保育所運営費の経理等   
について」（平成12年3月30日児発第299号児童家庭局長通知）の別   
表1に掲げる事業等のいずれかを実施する保育所であって、同通知   
の1の（2）の（∋から⑦までに掲げる要件を満たすものについては、民   

改費が加算されたものと仮定して、同通知の別表2に掲げる経費等   
への充当を行って差し支えないこととする。  

（5）民改費は、そもそも余剰がなく給与改善等に支障を来すおそれ   
のある民間施設における、公・私施設間の職員給与格差の是正など   
を目的としており、配当に対して支出が行われている保育所につい   
ては、対象とならないものであること。  

（6）都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、市町村長   
（指定都市及び中核市の市長を除く。以下同じ。）に保育所の設置者   

から別紙（1）に定める申請書を取りまとめさせ（指定都市及び中核市   

の市長は直接、保育所の設置者から申請書を徴すること。）、いずれ   
かの加算率の適用に該当するかの承認を行い、市町村長に通知する   
措置を講ずること。市長村長は、その内容を保育所の設置者に通知   

すること。   

4 保育所事務職員雇上費の加算について   
交付要綱の第3の2の（9）に定める事務職貞雇上費の加算について  

は、次に魂げる次世代育成支援対策交付金対象事業及び保育対策等促  
進事業等のいずれかを実施する保育所に加算するものとする。  

（3）（略）  

（4）（略）  

惰  
（5）（略）  

（6）（略）  

4 保育所事務職員雇上費の加算について   
交付要綱の第3の2の（9）に定める事務職員雇上費の加算について  

は、次に掲げる次世代育成支援対策交付金対象事業及び保育対策等促  
進事業等のいずれかを実施する保育所に加算するものとする。  
（1）延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所（里盛旦9  及 び延長保育自主事業実施保育所（  平成20  （1）延長保育実施保育所  

年11月28日雇児発第1128003号本職通知「次世代育成支援対策交付金  通知「保育対策等促進事業の実施に  年6月9日雇児発第0609001   
付 対象事業及び評価基準について」に定める要件に適合するも  の交   ついて」に定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満た  

の及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）  して自主事業として実施しているもの。）  

‥ ■ － 
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改 正 後  改 正 前  

（2）一時預かり事業実施保育所（平成20年11月28日雇児発第11280∽  
量本職通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基  

準について」に定める要件に適合するもの（対象児童は、事業開始  

（2）一時預かり事業実施保育所（平成20年6月9日雇児発第0609001   

量本職通知「保育対策等促進事業の実施について」に定める要件に   
適合するもの（対象児童は、事業開始月（年度当初から事業を開始   
する場合は、4月又は5月）における平均対象児童が1人以上いる   
こと。）  

ただし、当分の間は平成21年6月3日雇児発第0如3002号本職通   
知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以   

前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実   
施しているものも含むこととされること。  

（3）病児・病後児保育事業実施保育所及び病児病後児保育自主事業   
実施保育所（平成20年6月9日雇児発第0609001号本職通知「保育対   
策等促進事業の実施について」に定める要件に適合するもの及びこ   

れと同等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）  

（4）乳児が3人以上入所している保育所（月の初日において乳児が3   
人以上入所しているもの。）   

5 主任保育士の専任加算について   
交付要綱の第3の2の（10）に定める主任保育士の専任加算について  

は次に掲げる次世代育成支援対策交付金対象事業及び保育対策等促進  
事業等を複数実施する保育所に加算するものとする。  

（1）延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所（平成m   
年11月㌶日雇児発第1128003号本職通知「次世代育成支援対策交付金   
の交付対象事業及び評価基準について」に定める要件に適合するも   
の及びこれと同等の要件を満たして自主事業として実施しているも   
の。）  

（2）一時預かり事業実施保育所（平成20年6月9日雇児発第0609001  

月（年度当初から事業を開始する場合は、4月又は5月）における  
平均対象児童が1人以上いること。）  

ただし、当分の間は平成21年6月3日雇児発第0603002号本職通  
知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以  
前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実  

施しているものも含むこととされること。  

（3）（略）  

（4）（略）  

5 主任保育士の専任加算について   
交付要綱の第3の2の（10）に定める主任保育士の専任加算について  

は次に掲げる次世代育成支援対策交付金対象事業及び保育対策等促進  
事業等を複数実施する保育所に加算するものとする。  
（1）延長保育実施保育所及び延長保育自主事業実施保育所（里盛旦9   
年6月9日雇児発第0609001号本職通知「保育対策等促進事業の実施に  

ついて」に定める要件に適合するもの及びこれと同等の要件を満た  
して自主事業として実施しているもの。）  

（2）一時預かり事業実施保育所（平成20年11月28日雇児発第11280∽  
量本職通知「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基  

準について」に定める要件に適合するもの（対象児童は、事業開始  
量本職通知「保育対策等促進事業の実施について」に定める要件に  
適合するもの（対象児童は、事業開始月（年度当初から事業を開始  
する場合は、4月又は5月）における平均対象児童が1人以上いる  
こと。）  

ただし、当分の間は平成21年6月3日雇児発第0603002号本職通  
知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以  

前に定める一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実  

施しているものも含むこととされること。   

月（年度当初から事業を開始する場合は、4月又は5月）における  
平均対象児童が1人以上いること。）  

ただし、当分の間は平成21年6月3日雇児発第0603002号本職通  
知「『保育対策等促進事業の実施について』の一部改正について」以  
前に定める 一時保育促進事業の要件を満たしていると認められ、実  

施しているものも含むこととされること。  



改 正 前  改 正 後  

（3）病児・病後児保育事業実施保育所及び病児病後児保育自主事業実施   

保育所（平成20年6月9日雇児発第0609001号本職通知イ保育対策等   
促進事業の実施について」に定める要件に適合するもの及びこと同   

等の要件を満たして自主事業として実施しているもの。）   

（4）乳児が3人以上入所している保育所（月の初日において乳児が3人   

以上入所しているもの。）  

6 保育単価の予算措置等について   
保育単価は、最低基準を維持するのに必要な最低の経費であるから、   

市町村においては必要な予算措置を行い、所定の保育単価による支弁   
額を各月必ず支弁するよう厳正に指導されたいこと。したがって都道   
府県知事は、毎年度当初において、管下市町村の予算書抄本を徴する   

等、その市町村における支弁予定額を確認し、適切なる指導を加えら   
れたいこと。   

なお、この費用の性質にかんがみ、各月初日の入所児童については   

当月分は遅くともその月中に精算支弁するように、月途中入退所につ   
いては市町村の実情、施設の運営等を勘案しながら支弁するよう指導   
されたいこと。   

第2 徴収金（保育料）基準額について  
1交付要綱の第4に定める徴収金（保育料）基準額の算定については、   
市町村において適正かつ簡明に行えるよう各月初日の入所児童の属す   
る世帯を課税額等の状況に応じ区分し、それぞれ入所児童1人当たり   
の基準額をさだめていること。   

入所児童の属する世帯の課税額等の確認については、関係機関との   
連携を密にして、誤りなきを期するよう指導することはもちろんであ   
るが、各市町村における各階層区分の確認の適否は、直ちに国庫負担   

に重大な影響をもたらすこととなるので、指導監査等を通じて、とく   
にこの点の状況を厳密に監督することとされたいこと。  

（3）（略）  

（4）（略）  

6 保育単価の予算措置等について  
（略）  

第2 徴収金（保育料）基準額について  

（略）  
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改 正 後  改 正 前  

2 その世帯の階層区分の認定については、その児童と同一世帯に属し   
て生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者（家計の主宰者   
である場合に限る。）のすべてについて、それらの者の課税額の合計   
額により行うものであること。  

ただし、私立認定保育所については、その児童と同一世帯に属して生   
計を一にしている父母及びそれ以外の法第24条第2項に規定する保育の   
実施に係る児童の痍護者（家計の主宰者である場合に限る。）のすべて   

について、それらの者の課税額の合計額により行うものであること。   

3 その世帯の階層区分の確認は次によられたいこと。  
ア 被保護世帯の確認は、福祉事務所等において行うこと。  

イ 前年度分市長村民税の課税状況の確認は、その市町村の市町村  
民税主管課の資料等に基づいて行うこと。  

ウ 前年分の所得税の課税状況の確認は、その市町村の市町村民税  

主管課又は税務署において行うこと。  
エ アからウまでによって確認．した場合においては、その確認方法、  

確認年月日、税額等を保育児童台帳の相当の欄に記載し、確認者  

の印を押印すること。  
なお、課税状況の確言忍を証明書を徴して行うこととしている場合  

においては、その課税額がない場合においてもその旨の証明書を  

徴すること。  

オ 前年分の所得税の課税状況を把握するにあたって1月ないし3  
月の間においてはその確認が困難な場合もあるので、前々年分の  

課税状況により階層を決定するものであること。  

第3 保育所における運営費の経理について   

（略）  

第3 保育所における運営費の経理について   
保育所における運営費の経理については、別に定めるところによるこ   

と。   



（資料23）  
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都道府県  

各 指定都市 民生主管部（局）長 殿  
中核市  

厚生労働省  

雇用均等・児童家庭局保育課長  

‘
r
．
．
．
・
一
．
－
F
ト
ト
凛
r
卜
1
1
W
 
一
一
■
 
 

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金交付要綱等  
の改正点及びその運用について   

平成※年※月※日厚生労働省発雇児※第※号により「児童福祉法による保育所運営費  

国庫負担金について」等が一部改正され、平成22年4月分の運営費の支弁、徴収及び  
負担から適用することとされたが、今回の改正点及び運用上留意すべき事項は次のとお  
りである。  

第1 交付要綱等の改正点について  

1 基本分保育単価関係  

（1） 社会保険料事業主負担金  
厚生年金保険料等の改定に伴う引き上げ  

（2） 地域手当  
人事院規則による支給割合の改正等に伴う改正  

（3） 職員健康管理費  5，417円 → 5，464円  

2 加算単価関係  

葦
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－
 
岬
一
－
 
■
 
 
 

（1） 主任保育士の専任加算  
1施設年額  2，918，882円 →2，919，977円  

（2） 除雪費  
入所児童1人当たり   5，650円 →   5，670円  

（3） 降灰除去費  
1施設年額  138，700円 → 139，330円  

－436－  
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第2 平成22年度保育所職員の本俸基準額及び特殊業務手当基準額  

職  種   格  付   本俸基準額   
特殊業務手当基準額  

調整数  基本額   

所  長   （福）2－33   253，400円  

主任保育士   （福）2－17   230，112円   1   9，200円   

保 育 士   （福）1－29   195，228円   1   7，800円   

調理員等  （行二）1－37   165，800円  

（注）1 この表は、保育所運営費負担金の予算積算上の給与格付けを  
例示したものである。  

2 「格付」とは、国家公務員給与法に定める俸給表及び級号俸  

を指している。  
3 主任保育士・保育士にあっては、当該俸給額の他、特別給与  

改善費を加えたものを本俸基準額としている。  

4 なお、主任保育士・保育士は、本俸基準額とは別に特殊業務  
手当基準額（基本額×調整数）を本俸基準額に加えている。  

第3 交付要綱等に定める保育単価に含まれている管理費は別紙「保育単価に含まれ  
ている管理費」のとおりである。  

－437一   



保育単価に含まれている管理費  

その保育所の  その保育所の長がその月   その月初日   
その月初日の  初日において設置又は未   の入所児童   管理費  

定員区分   設置（欠員・無給）の区分   の年齢区分   
円  

乳  児  12．687 
置  1，2歳児  7．543  

31人  3歳児  3，942  
から  4歳以上児  3．428  
40人  乳  12．541  
まで   未  置  1，2歳児  7．397  

3歳児  3．了96  
4歳以上児  3．282   
乳  児  12．714  

設  置  1，2歳児  7．570  
41人  3歳児  3，969  
から  4歳以上児  3．455  
50人  乳  12，59了  

まで  未  設  置  1，2歳児  7．453  
3歳児  3．852  
4歳以上児  3．338   
乳  児  12．248  

設  置  1．2歳児  7．104  
51人  3歳児  3．503  
から  4歳以上児  2．989  
60人  乳  児  12．151  
まで  未  設  置  1，2歳児  7．007  

3歳児  3．406  
4歳以上児  2．892   
乳  11．990  

置  1，2歳児  6．846  
61人  3歳児  3．245  
から  4歳以上児  2．731  
70人  乳  11，906  
まで   未  置  1，2歳児  6．762  

3歳児  3．161  
4歳以上児  2．647   
乳  児  11．800  

設  置  1，2歳児  6．656  
71人  3歳児  3．055  
から  4歳以上児  2．541  
80人  乳  ＝．727  

まで  未  置  1，2歳児  6．583  
3歳児  －2．982  

4歳以上児  2，468   
乳  児  11．648  

設  置  1，2歳児  6．504  
81人  3歳児  2．903  
から  4歳以上児  2．389  
90人  乳  11．583  
まで  未  置  1，2歳児  6．439  

3歳児  2．838  
4歳以上児  2，324   
乳  児  11．219  

置  1，2歳児  6．0了5  

91人  3歳児  2．4了4  

から  4歳以上児  1．960  
100人  乳  児  ＝，160  

まで   未  設  置  1，2歳児  6，016  
3歳児  2．415  
4歳以上児  1．901  
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その保育所の  その保育所の長がその月   その月初日   
その月初日の  初日において設置又は未   の入所児童   

定員区分   
管理責  

設置（欠員・無給）の区分   の年齢区分   
乳  児  11，151  

置  1，2歳児  6．007  
101人  3歳児  2，406  
から  4歳以上児  1892  
110人  乳  児  11．097  
まで   未  置  1，2歳児  5，953  

3歳児  2，352  
4歳以上児  1838   
乳  児  

設  
11，091  

置  12歳児  
1‖人  

5．947  
3歳児  2，346  

から  4歳以上児  1. 8322 
120人  乳  児  

設  
11，042  

まで  未  置  1，2歳児  5．898  
3歳児  2，297  
4歳以上児  1783   
乳  児  11，041  

設  置  1，2歳児  
121人  

5，897  
3歳児  2．296  

から  4歳以上児  1782  
130人  乳  児  10，996  
まで  未  設  置  12歳児  5．852  

3歳児  2，251  
4歳以上児  1737   
乳  児  11．000  

置  1，2歳児  5．856  
131人  3歳児  2．255  
から  4歳以上児  1741  
140人  乳  児  10．958  
まで   未  置  1，2歳児  5，814  

3歳児  2．213  
4歳以上児  1699   
乳  児  10，967  

設  置  1，2歳児  5，823  
141人  3歳児  2，222  
から  4歳以上児  1708  
150人  乳  児  10．928  
まで  未  置  1，2歳児  5．784  

3歳児  2．183  
4歳以上児                 1669   

乳  児  10，934  
置  12歳児  5．790  

151人  3歳児  2．189  
から  4歳以上児  1675  
160人  乳  児  10．897  
まで   未  置  12歳児  5，753  

3歳児  2．152  
4歳以上児  1638   
乳  児  10，906  

置  1，2歳児  5．762  
161人  3歳児  2．161  
から  4歳以上児  1647  
170人  乳  児  10，872  
まで   未  設  置  1，2歳児  5 728  

3歳児  2127  
4歳以上児  1613   
乳  10．883  

置  1，2歳児  5 739  
3歳児  2．138  

171人  4歳以上児  1, 6244 
以上   乳  児  10，850  

未  設  置  1，2歳児  5 706  
3歳児  2．105  
4歳以上児  1．591   
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（案）  

雇 児 発 ※ 第 ※ 号 ※  

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 目   

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  

中核市市長  
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厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

平成22年度小規模保育所に係る保育単価について   

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付  

厚生労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第3の  

3により、小規模保育所（平成12年3月30日児発第296号厚生省児童家庭  

局長通知「小規模保育所の設置認可等について」により承認され、同通知の第1  

の2のただし書の適用を受けたもの）に適用される保育単価を別紙のとおり定め、  

平成22年度分について適用することとしたので通知する。   

なお、保育単価に含まれている管理費は別紙（参考）のとおりである。  
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別  紙  
小規模保育所適用保育単価表  

その保育  その保育  その保育所の長  その月初臼  民間施設給与等改善費   
所の所在  加算額（第2欄）  

の入所児童  
区分   12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  

の年齢区分   
円   円   円   円   円  

乳  児                225，210  25－870  21．560  17，240  8，610  

設   置                                  1．2歳児  154，530  17，390  14，490  11，590  5，了90  

3 歳 児  101．960  11．450  9，540  7，630  3．810  
20人  4歳以上児  94，900  10．610  8，840  了，070  3．530  
まで  乳  児  199，920  22，830  19，030  15．220  7，600  

未 設 置                     1，2歳児  129，240  14，350  11，960  9，570  4．780  
18／100  3 歳 児  76．670  軋410  7，010  5，610  2，800  

4歳以上児  69，610  7，570  6，310  5，050  2．520  
地域  乳  児  201，260  22，990  19，160  15，320  7，650  

設   置                    1．2歳児  130，580  14，510  12，090  9．670  4，830  
21人  3 歳 児  78，010  8，570  7，140  5，710  2，850  
から  4歳以上児  70，950  7．730  6，440  5，150  2，570  
30人  乳  児  184，410  20、970  17，480  13，980  6，980  
まで  未 設 置  1．2歳児  ‖3．730  1乙490  10．410  8，330  4．160  

3 歳 児  61，160  6，550  5，460  4，3了0  2，180  
4歳以上児  54．100  5，710  4，760  3，8川  1900   
乳  児  220．400  25，290  21，080  16．860  8，430  

設   置                     1．2歳児  151．330  17，010  14，170  11，340  5，6了0  

3 歳 児  99，890  11，200  9，340  7，470  3，730  
20人  4歳以上児  92，990  10，380  8，650  6，920  3．460  
まで  乳  児  195，750  22，330  柑．610  14，890  7，440  

未 設 置  1．2歳児  126．680  14，050  11，700  9，370  4，680  
15／100  3 歳 児  了5，240  8，240  6，870  5，500  2，740  

4歳以上児  68．340  7，420  6，180  4，950  2．470  
地域  乳  児  196，970  22，480  18，730  14．980  7．490  

設   置                    1，2歳児  127，900  14，200  11、820  9，460  4、了30  
21人  3 歳 児  76，460  8．390  6，990  5、590  2．790  
から  4歳以上児  69，560  了，570  6，300  5．040  2，520  
30人  乳  児  柑0，540  20，500  17，090  13，670  6，830  
まで  未 設 置                     1，2歳児  1＝．4了0  12，220  10，180  8，150  4．070  

3 歳 児  60，030  6，410  5，350  4．280  2，130  
4歳以上児  53．130  5，590  4，660  3，730  1，860   
乳  児  215，610  24，720  20．600  16．480  8，230  

設   置                    1．2歳児  148，140  16，620  13，850  11，080  5，530  
3 歳 児  97，830  10，950  9，130  7．300  3．640  

20人  4歳以上児  91，090  10，150  8，460  6，770  3，380  
まで  乳  児  191，600  21，840  18，200  14，550  7，270  

未 設 置                    1，2歳児  124，130  13．740  11，450  9，150  4，570  
12／100  3 歳 児  73．820  8．070  6，了30  5，3了0  2，680  

4歳以上児  67，080  7，270  6，060  4，840  2，420  
地域  乳  児  192，690  21，9了0  18，310  14，640  7，310  

設   置                    1，2歳児  125，220  13，870  11，560  9．240  4、610  
21人  3 歳 児  了4，910  8．200  6，840  5，460  2，720  
から  4歳以上児  68．170  7，400  6，170  4，930  2，460  
30人  乳  児  1了6，680  20，050  16．700  13．360  6，670  
まで  未 設 置  1．2歳児  109，210  11，950  9，950  7，960  3，970  

3 歳 児  58，900  6，280  5，230  4．180  2，080  
4歳以上児  52，160  5，480  4，560  3，650  1，820   
乳  児  212，410  24．340  20．280  16，220  8，110  

設   置                    1．2歳児  146，010  16，370  13、640  10，900  5，450  
3 歳 児  96，450  10．790  8．990  7，190  3，590  

20人  4歳以上児  89、820  10，000  8，330  6，660  3．330  
まで  乳  児  188，830  21，510  17．920  14，340  7，170  

未 設 置                     1．2歳児  122，430  13，540  11，280  9，020  4、510  
10／100  3 歳 児  72，870  7，960  6、630  5，310  2，650  

4歳以上児  66．240  7，170  5，9フ0  4，780  2，390  
地域  乳  児  189，830  21，630  18，020  14，420  7．210  

設   置                    1．2歳児  123，430  13，660  11，380  9，100  4，550  
21人  3 歳 児  73，870  8、080  6，730  5，390  2，690  
から  4歳以上児  67．240  7．290  6，070  4，860  2，430  
30人  乳  児  174、100  19，740  16，450  13，160  6，580  

まで  未 設 置                     1．2歳児  107，700  11，770  9，810  7，840  3，920  

3 歳 児  58．140  6，190  5，160  4，130  2，060  
4歳以上児  51，510  5，400  4，500  3，600  1．800   
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その保育  その保育  その保育所の長  その月初日  民間施設給与等改善費   
所の所在  加 算額（第2欄）  

の入所児童  
区分   12．0％  10．0％   

の年齢区分   
円  円  円  円  円  

乳  児    209，220    23，950    19，950    15，960    7，980  
設   置                              1，2歳児  143，900  16，120  13，420  10、740  5，370  

3 歳 児  95，090  10，630  8．850  7，080  3，540  
20人  4歳以上児  88，560  9，850  8，200  6．560  3．280  
まで  乳  児  186．060  21，170  17，640  14，110  7，050  

未 設 置                    1，2歳児  120，740  13，340  11，110  8，890  4．440  
8／100  3 歳 児  71，930  7，850  6，540  5，230  2，610  

4歳以上児  65，400  7．070  5，890  4，710  2．350  
地域  乳  児  186．970  21，280  17，730  14，柑0  7，090  

設   置                    1，2歳児  121，650  13，450  11，200  8，960  4，480  
21人  3 歳 児  了2，840  7，960  6，630  5，300  2，650  
から  4歳以上児  66，310  7．180  5，980  4，780  2．390  
30人  乳  児  171，530  19．420  16，190  12，950  6．470  

まで  未 設 置                     1．2歳児  ・106．210  11，590  9．660  7，730  3，860  

3 歳 児  57，400  6．100  5，090  4，070  2，030  
4歳以上児  50．870  5，320  4，440  3．550  1．7了0   
乳  児  206．020  、23、560  19，640  15．710  ・7，850  

由  置                    1，2歳児  141，7了0  15，850  13，210  10．5了0  5，280  

3 歳 児  93、710  10，460  8，720  6．970  3．480  
20人  4歳以上児  87．290  9，690  8．080  6，460  3．230  
まで  乳  児  183、280  20，840  17，360  13，890  6，940  

未 設 置                    1．2歳児  119．030  13」30  10，930  8，750  4，3了0  

6／100  3 歳 児  了0，970  7，740  6．440  5，150  2，570  
4歳以上児  64，550  6，970  5，800  4．640  2，320  

地域  乳  児  184，110  20，930  17，450  13，960  6，970  

設   置                    1，2歳児  119，860  13．220  11．020  8，820  4，400  
21人  3 歳 児  71，800  7．830  6，530  5，220  2．600  
から  4歳以上児  65．380  7．060  5，890  4，710  2，350  
30人  乳  児  168．950  19，120  15．930  12．750  6．370  
まで  未 設 置                     1．2歳児  104、700  11，410  9．500  7．610  3．800  

3 歳 児  56，640  6．020  5，010  4，010  2，000  
4歳以上児  50．220  5、250  4，370  3．500  1，750   
乳  児  201．220  23，000  19，160  15，330  7，660  

設   置                    1．2歳児  138，580  15，480  12，900  10，310  5．150  
3 歳 児  9l．650  10，220  8，510  6，810  3，400  

20人  4歳以上児  85，390  9，470  7，890  6，310  3，150  
まで  乳  児  179，120  20，340  16，950  13，560  6，780  

未 設 置                    1．2歳児  116，480  12，820  10，690  8，540  4，2マ0  

3／100  3 歳 児  69，550  7，560  6，300  5，040  2，520  
4歳以上児  63．290  6，810  5，680  4，540  2．270  

地域  乳  児  179，810  20，430  17．020  13．620  6，810  
設   置                    1，2歳児  117．170  12．910  10，了60  8，600  4，300  

21人  3 歳 児  70，240  7，650  6，370  5，100  2、550  
から  4歳以上児  63．980  6，900  5，750  4，600  2，300  
30人  乳  児  165．080  18，660  15，540  12，440  6，220  
まで  未 設 置                     1．2歳児  10乙440  11，140  9，280  7．420  3，710  

3 歳 児  55．510  5，880  4，890  3，920  1，960  
4歳以上児  49，250  5．130  4，270  3，420  1，710   
乳  児  196．420  22，420  甘680  14，940  7，470  

設   置                    1．2歳児  135．390  15．090  1乙580  10，060  5，030  

3 歳 児  89、580  9．970  8，310  6．640  3，320  

20人  4歳以上児  83、480  9，240  7，700  6，160  3，080  

まで  乳  児  174、970  19．840  16，530  13，220  6，610  
未 設 置                    1．2歳児  113，940  12，510  10．430  8．340  4，170  

その他  3 歳 児  68．130  7．390  6，†60  4，920  2．460  
4歳以上児  62．030  6．660  5，550  4，440  2，220  

地域  乳 児  1了5、530  19，910  16，590  13，2了0  6，630  
設   置   

21人  3 歳 児  68，690  7，460  6，220  4，970  2，480  
から  4歳以上児  62，590  6、730  5，610  4，490  2，240  
30人  乳  児  161．220  18，190  15，160  1乙120  6，060  
まで  未 設 置                      1．2歳児  100，190  10，860  9、060  7，240  3，620  

3 歳 児  54，380  5，740  4，790  3，820  1，910  
4歳以上児  48，280  5．010  4，180  3，340  1，6了0   
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（資料25）  

（案）  

雇 児 発 ※ 第 ※ 号 ※  

平 成 ※ 年 ※ 月 ※ 日   

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  

中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

平成22年度夜間保育所加算分保育単価について   

児童福祉法による保育所運営費国庫負担金の交付要綱については、本日付厚生  

労働事務次官通知をもって一部改正されたところであるが、同通知の第3の3に  

より夜間保育所（平成12年3月30日児発第298号厚生省児童家庭局長通知  

「夜間保育所の設置認可等について」により承認されたもの）に適用される加算  

分保育単価を別紙のとおり定め、平成22年度分について適用することとしたの  

で通知する。  
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別 紙   

夜間保育所加算分保育単価  
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 その保育所の  民間施設給与等改善費  

その月初日の  加 算 額 （第 2欄 ）  
定員区分   

12．0％   10．0％   8．0％   4．0％  

加算分  加算分  加算分  加算分   
円  円  円  円  円  

3歳未満児  13，870  1，100  910  730  360  

20人まで  

3歳以上児   15，440   1，100   910   730   360   

円  円  円  円  円  

21人から  3歳未満児  10，810  730  610  480  240   

30人まで  3歳以上児   12，380   730   610   480   240   

円  円  円  円  円  

31人から  3歳未満児  9，280  550  450  360  180   

40人まで  3歳以上児   10，850   550   450   360   180   

円  円  円  円  円  

41人から  3歳未満児  8，360  440  360  290  140   

50人まで  3歳以上児   9，930   440   360   290   140   

円  円  円  円  円  

50人から  3歳未満児  7，750  360  300  240  120   

60人まで  3歳以上児   9，320   360   300   240   120   

円  円  円  円  円  

61人から  3歳未満児  7，320  310  260  200  100   

70人まで  3歳以上児   8，880   310   260   200   100   

円  円  円  円  円  

71人から  3歳未満児  6，990  270  220  180  90   

80人まで  3歳以上児   8，550   270   220   180   90   

円  円  円  円  円  

81人から  3歳未満児  6，730  240  200  160  80   

90人まで  3歳以上児   8，300   240   200   160  80   
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夜間保育所加算分保育単価に含まれている事業費  

年齢区分   基本分   

円  

3歳未満児  4，697   

3歳以上児   6，263   

ー444－  

一！む ● 


